
□変更、新設すべき規程を洗い出し、変更する
□教員管理と教務を接続させる
□学部運営にまつわる会議の内容と構成員の整理
□自学での主要授業科目の定義を明確にし、選定
　（必要に応じてＤＰの見直しも）
□必要最低教員数をカウントする

□基幹教員制度への移行方針、
　活用法、時期等を決める
□教員向けに基幹教員制度の趣旨や
　自学の方針などを丁寧に伝える
□学位プログラムごとに非常勤を含む教員の
　授業科目と単位数、参加会議等の一覧をつくる

何をすべきか？

特集  「対応」から「活用」へ 新・大学設置基準

　2
0
2
4
年
度
に
開
設
・
定
員
増

の
大
学
の
一
部
で
あ
り
。

　現
時
点
で
は
本
格
導
入
し
た
大
学
は

見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
２
０
２
４
年

度
開
設
・
収
容
定
員
増
を
予
定
す
る
５

大
学
（
P・
10
）、
２
０
２
５
年
度
の

改
組
準
備
中
の
大
阪
電
気
通
信
大
学

で
は
前
倒
し
し
て
導
入
予
定
だ
。
成
長

分
野
け
ん
引
事
業
に
採
択
さ
れ
た
大
学

の
中
に
は
、
ク
ロ
ス
ア
ポ
イ
ン
ト
メ
ン

ト
を
使
っ
た
教
員
確
保
を
表
明
し
て
い

る
大
学
も
あ
る
【
図
表
15
】。
千
葉
商

科
大
学
は
、
他
大
学
へ
転
職
す
る
主

要
科
目
担
当
だ
っ
た
教
員
に
つ
い
て
、

転
職
先
の
大
学
と
協
議
し
、「
基
幹
教

員
1
号
」に
な
っ
て
も
ら
っ
た
と
い
う
。

　国
立
大
の
制
度
や
経
産
省
、
文
科

省
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
基
に
し
よ
う
。

　学
外
の
教
員
を
基
幹
教
員
と
す
る
場

合
、
ク
ロ
ス
ア
ポ
イ
ン
ト
メ
ン
ト
の
規

程
の
整
備
が
必
要
だ
。
個
人
が
本
務
に

支
障
が
な
い
範
囲
で
行
う
兼
業
と
は
異

な
り
、
組
織
同
士
の
協
定
と
雇
用
者
と

の
個
別
契
約
が
必
要
だ
か
ら
だ
。
ク
ロ

ス
ア
ポ
イ
ン
ト
メ
ン
ト
の
手
順
や
契
約

の
事
例
な
ど
に
つ
い
て
は
、
経
産
省
お

よ
び
文
科
省
か
ら
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
出

て
い
る
。
協
定
書
の
雛
形
も
公
開
さ
れ

て
い
る
の
で
、
一
か
ら
考
え
る
必
要
は

な
い
。
ま
た
、
多
く
の
国
立
大
学
で
は

導
入
済
み
な
の
で
、参
考
に
し
た
い【
図

表
13
、
14
、
上
記
コ
ラ
ム
】。

　教
員
へ
の
丁
寧
な
説
明
と
エ
フ
ォ
ー

ト
や
契
約
管
理
を
し
っ
か
り
。

　教
員
に
よ
り
所
属
先
や
コ
ミ
ッ
ト
の

度
合
い
が
多
様
に
な
る
の
で
、
エ

フ
ォ
ー
ト
管
理
や
契
約
は
各
人
異
な

る
。
入
試
な
ど
の
校
務
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
は
「
学
部
の
教
員
だ
か
ら
」

と
い
う
考
え
で
、
分
担
す
る
こ
と
が
当

た
り
前
だ
っ
た
の
が
、
所
属
組
織
に
よ

ら
な
い
制
度
に
な
る
た
め
、「
誰
が
ど

の
よ
う
な
権
限
で
担
う
か
見
直
し
、

ル
ー
ル
の
改
正
も
必
要
」（
宮
林
氏
）。

実
務
家
教
員
や
他
大
学
と
兼
務
の
教
員

に
つ
い
て
は
、自
学
や
大
学
の
ル
ー
ル
・

文
化
を
学
ん
だ
り
能
力
開
発
の
研
修
の

ほ
か
、
自
学
に
な
じ
む
た
め
の
工
夫
や

相
談
先
の
用
意
も
検
討
し
た
い
。

　

 

す
べ
き
こ
と
や
課
題
は
【
P・
18
図

表
１
】、【
P・
19
図
表
４
】
に
ま
と
め

て
い
る
。
学
則
改
定
等
に
先
立
ち
、
教

員
に
改
正
の
趣
旨
と
内
容
、
大
学
の
考

え
を
丁
寧
に
説
明
し
、
周
知
・
理
解
を

促
す
こ
と
が
重
要
だ
。

会
議
で
も
、
そ
れ
が
学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
一
部
な
ら
認
め
ら
れ
る
【
図
表
７
】。

　そ
の
う
え
で
、
次
の
「
科
目
」
の
要

件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
必
要
が
あ

る
。
一
つ
は
要
件
②
A
の
「
主
要
授
業

科
目
を
担
当
す
る
」（
た
だ
し
「
専
ら

当
該
大
学
の
教
育
研
究
に
従
事
す
る
者

に
限
る
」）、ま
た
は
、要
件
②
B
の
「
年

間
8
単
位
以
上
の
当
該
学
部
の
教
育
課

程
に
係
る
授
業
科
目
を
担
当
す
る
」
こ

と
。
こ
の
場
合
、
科
目
は
主
要
授
業
科

目
で
な
く
て
も
よ
く
、
要
件
①
を
満
た

し
て
い
れ
ば
、
他
大
学
や
他
学
部
の
教

員
、
学
外
か
ら
招
聘
し
た
実
務
家
教
員

で
も
基
幹
教
員
に
で
き
る
。「
サ
バ
テ
ィ

カ
ル
の
教
員
の
扱
い
」
な
ど
、
悩
ま
し

い
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
文
科
省
の
資

料
を
基
に
、
基
幹
教
員
に
あ
た
る
か
ど

う
か
を
ま
と
め
た
【
図
表
8
】。

　　大
学
自
身
が
D
P
を
軸
に
設
定
。

合
理
的
な
説
明
が
求
め
ら
れ
る
。

　主
要
授
業
科
目
と
は
、「
大
学
・
学

部
が
D
P
で
定
め
た
学
位
を
授
与
す
る

に
当
た
り
、
そ
の
学
部
の
レ
ベ
ル
と
分

野
に
応
じ
て
達
成
す
べ
き
能
力
を
育
成

す
る
た
め
に
必
要
な
科
目
群
」を
指
し
、

「
３
P
や
学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
の
一
貫

性
、
到
達
目
標
が
明
確
な
ら
お
の
ず
と

決
ま
る
は
ず
」（
文
科
省
）。「
必
修
＝

主
要
」
と
す
る
こ
と
も
可
能
だ
が
、
肝

心
な
の
は
、「
大
学
が
そ
の
科
目
が
主

要
で
あ
る
こ
と
を
説
明
で
き
る
」こ
と
。

そ
の
た
め
、
D
P
に
基
づ
く
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
か
ど
う
か
や
教
学
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

の
実
質
化
が
問
わ
れ
る
。
な
お
、「
学

部
設
置
の
場
合
、
設
置
審
の
審
査
で
ど

う
判
断
さ
れ
る
か
は
別
の
問
題
」（
文

科
省
）
な
の
で
、
注
意
し
よ
う
。【
図

表
9
】
に
、
主
要
科
目
の
要
件
と
、
取

材
先
の
意
見
を
基
に
手
順
の
一
例
を
示

し
た
の
で
参
考
に
さ
れ
た
い
。

　基
幹
教
員
が
ど
の
要
件
を
満
た
し

て
い
る
か
で
算
入
の
仕
方
が
異
な
る
。

　【図
表
10
】
の
ピ
ン
ク
の
線
で
囲
っ

た
「
年
間
８
単
位
以
上
の
授
業
科
目
を

担
当
す
る
教
員
」
は
複
数
の
大
学
・
学

部
で
4
分
の
1
ま
で
算
入
可
能
。
ブ

ル
ー
の
線
で
囲
っ
た
専
任
教
員
と
し

て
算
入
す
る
場
合
、
主
要
授
業
科
目
の

担
当
で
あ
れ
、
年
間
８
単
位
以
上
の
授

業
科
目
を
担
当
で
あ
れ
、１
つ
の
学
部
、

な
い
し
１
つ
の
大
学
の
必
要
最
低
教
員

数
に
し
か
算
入
で
き
な
い
。
学
部
の
必

要
最
低
教
員
数
に
算
入
し
た
教
員
は
、

大
学
全
体
の
必
要
最
低
教
員
数
に
重
複

し
て
カ
ウ
ン
ト
で
き
な
い
。
ケ
ー
ス
別

の
算
入
方
法
の
詳
細
は
【
図
表
11
、

12
】
で
確
認
を
。

　

  

学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
対
す
る
教
員

の
責
任
性
を
明
確
に
す
る
た
め
。

　基
幹
教
員
制
度
【
図
表
１
】
の
狙
い

は
、
文
科
省
に
よ
る
と
ズ
バ
リ
「
３
P

に
基
づ
く
学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
責
任
を

持
つ
教
員
組
織
に
す
る
た
め
の
学
修
者

本
位
の
教
育
へ
の
転
換
に
向
け
た
教
員

の
意
識
改
革
」
だ
【
図
表
2
】。
こ
れ

ま
で
も
概
念
上
は
そ
う
だ
っ
た
が
、
実

質
化
を
図
る
べ
く
、
そ
の
定
義
を
法
令

上
、
明
確
化
し
た
。
つ
ま
り
、
海
外
の

制
度
を
参
考
に
し
た
も
の
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
も
「
中
教
審
の
議
論
や
設
置

審
査
で
の
実
態
の
積
み
重
ね
の
結
果
」

（
文
科
省
）
だ
。
そ
の
布
石
と
し
て
、

今
改
正
以
前
に
、2
0
1
8
年
に
は「
工

学
系
の
課
程
制
」
が
、
2
0
1
9
年
に

は
「
学
部
等
連
係
課
程
」
が
導
入
さ
れ
、

学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
合
わ
せ
学
部
学
科

を
超
え
た
教
員
編
制
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
す
で
に
こ
れ
ら
の
制
度

を
利
用
し
、
工
学
部
教
育
改
革
や
、
学

環
を
設
け
る
大
学
も
出
始
め
て
い
る
。

　
　めざ
す
教
育
に
合
わ
せ
た
大
胆
な

教
員
組
織
編
制
と
教
員
人
材
の
確
保
が

可
能
に
な
る
。

　こ
の
制
度
は
必
要
最
低
教
員
数
の
算

定
に
お
い
て
、
要
件
を
満
た
せ
ば
、
4

分
の
1
ま
で
他
学
部
、
他
大
学
、
学
外

人
材
の
算
入
が
可
能
に
な
り
、
さ
ま
ざ

ま
な
活
用
例
が
想
定
さ
れ
て
い
る
【
図

表
３
】。
今
回
取
材
し
た
大
学
関
係
者

が
挙
げ
る
メ
リ
ッ
ト
や
課
題
を
【
図
表

4
】
に
示
し
た
。
主
な
メ
リ
ッ
ト
は
、

①「
教
教
分
離
」
に
よ
り
、
文
理
融
合

教
育
な
ど
、
学
生
に
と
っ
て
よ
り
魅
力

的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
構
築
に
必
要
な
教
員

を
組
織
を
ま
た
い
で
集
め
や
す
く
な

る
、②
教
員
人
材
の
シ
ェ
ア
が
で
き
る

た
め
、
人
材
が
手
薄
な
分
野
の
教
員
確

保
が
し
や
す
く
な
る
、③
人
材
の
シ
ェ

ア
に
よ
り
、
社
会
や
地
域
と
連
携
し
た

教
育
を
し
た
い
場
合
、
企
業
等
か
ら
実

務
家
教
員
を
招
聘
し
や
す
く
な
る
、④

主
要
科
目
を
担
う
教
員
が
他
大
学
に
転

職
し
て
も
、
転
職
先
が
認
め
れ
ば
、
引

き
続
き
自
学
で
教
育
を
担
っ
て
も
ら
え

る
、⑤
他
大
学
や
企
業
等
と
兼
務
教
員

の
場
合
、給
与
等
が
案
分
で
き
る
。「
専

任
教
員
を
そ
の
ま
ま
基
幹
教
員
へ
読
み

替
え
し
て
も
よ
い
が
、
学
修
者
本
位
の

教
育
を
め
ざ
す
な
ら
う
ま
く
活
用
し
た

い
。
そ
の
際
、
教
員
が
い
る
学
部
に
学

生
を
集
め
る
の
で
は
な
く
、
学
生
に

と
っ
て
魅
力
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
必
要

な
教
員
を
集
め
る
と
い
う
発
想
の
転
換

が
必
要
」（
桐
蔭
横
浜
大
学
）。
な
お
、

複
数
大
学
で
の
勤
務
は
教
員
自
身
の
教

育
研
究
の
幅
を
広
げ
る
メ
リ
ッ
ト
も
あ
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＊文部科学省「令和4年度大学設置基準等の改正について～学修者本位の大学教育の実現に向けて～」（2022年）や取材を基にBetween編集部でまとめ

＊文部科学省「令和4年度大学設置基準等の改
  正について～学修者本位の大学教育の実現に
  向けて～」（2022年）を基にBetween編集部で
  まとめ ＊文部科学省「令和4年度大学設置基準等の改正について～学修者本位の大学教育の実現に向けて～」（2022年）

＊文部科学省「令和4年度大学設置基準等の改正について～学修者本位の大学教育の実現に向けて～」（2022年）

＊特集記事で取材した大学関係者の話をまとめ、Between編集部で作成

従前の設置認可審査における専任教員の考え方等も
踏まえながら「基幹教員」として定義を明確化するととも
に、必要最低教員数の算定においては、複数の大学・学
部での算入も可能（４分の１まで）とすることなどを規定。
➡教員が十分に養成されていない成長分野等におい
て、民間企業からの実務家教員の登用の促進や、複数
大学等でのクロスアポイントメント等の進展を期待。

基
幹
教
員
制
度
と
は
？

【図表1】基幹教員制度の改正前と改正後の動き 

【図表2】専任教員から基幹教員に改める理由～学位プログラムに係る教員の責任性の明確化

【図表3】基幹教員制度の活用例

【図表4】基幹教員制度活用による教育・経営上のメリットと課題【図表5】基幹教員について
公表すべき情報

活用例
１ 「一の大学に限り」という「専任教

員」の概念を「基幹教員」（仮称）
と改め、設置基準上最低限必要
な教員の数の算定に当たり一定
以上の授業科目を担当する常勤
以外の教員について一定の範囲
まで算入を認めることなどを提言。

基準上「一の大学に限り、専
任教員となる」「専ら当該大
学における教育研究に従事
する」としか定められておらず、
各大学にとって専任教員とし
ての登用では、慎重に判断せ
ざるを得ない面があった。

考えられるメリット 課題

□学生にとって魅力的なプログラム構築に必要な教員を
集めやすくなり、学修者本位の教育の実現に役立つ
□人材確保が難しい分野や、自学で手薄な分野の教員、企
業や自治体等の実務家教員など多様な教員をそろえやすい
□重要な科目担当の専任教員が他大学に転職後も引き
続き関わってもらいやすくなる　
□必要最低教員数を所属組織ではなく、授業や会議など、
教育課程の編成や運営へ実質的に参画しているかでカ
ウントするので、めざす教育や社会のニーズに応じた大
胆な教員組織の見直しがしやすい　
□給与や社会保険料を各所属機関でシェアできたり、必
要最低教員数に１／４まで他機関勤務の教員も算入で
きたりするので、人件費を抑制しやすい
□教員自身にとっても異なる大学での勤務は、自分の教育
研究の幅を広げることになる

□関連規程の見直し、新設、人事制度
の見直しが必要
□各教員によりエフォートが異なりやすい
ため、教員との契約は一律の条件では
なく個別対応になりやすい
□基幹教員については情報公開が必要
なため、そのためのコストや手間が増え
る（教務と人事の連携も必須）　
□基幹教員の要件に必要な会議に新た
な教員が加わることにより、手当等の
経費が上がることもある
□教員に対するコミュニケーション次第
では、労働問題になる可能性もある
□他大学や企業等のクロスアポイントメン
ト教員の受け入れサポート制度が必要

学部等の基本組織
※学部等連係課程実施基本組織を含む

基幹教員

基幹教員
以外の教員

管理運営（教授会・教務委員会等）

授業
科目

授業
科目

授業
科目

授業
科目

授業
科目

授業
科目

授業
科目

授業
科目

授業
科目

授業
科目

授業
科目

授業
科目

主要授業科目

人材養成目的

ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）

カリキュラム・ポリシー（ＣＰ）

教育課程編成

学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム

基幹
教員

管理運営
（教授会・
教務委員会等）

主要授業科目
各大学・学部等のDPで定めた学位
を取得させるに当たり、当該学位の
レベルと分野に応じて達成すべき能
力を育成するために必要な科目群

人材養成目的

ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）

カリキュラム・ポリシー（ＣＰ）
教育課程
編成

基幹教員
以外の教員

学内の教員だけでなく、学外の教員であっても学位プログラム
に対し責任を有するなど、一定の要件を満たす教員は基幹教
員となることができ、社会ニーズに対応した迅速で柔軟な学位
プログラム編成が可能となる。 ※一定の条件：当該各学部の教育課程の編成等に責任を担い、各教育課程に

おける年間８単位以上の授業科目を担当、必要最低教員数の１／４まで 等

□基幹教員の数
 （専ら自学に従事する教員とそれ
以外の内訳も）
□各基幹教員が有する学位
□教育研究等の業績
□主要授業科目の担当の有無
や単位数
□教育課程の編成その他の学部
の運営への参画の状況

※複数の大学等で基幹教員となる教員の勤務
先の公表は望ましい
※各基幹教員が必要最低教員数に算入されて
いるかは公表は求めない
※基幹教員以外の教員に係る情報も公開

教
員

学位
プログラム
毎に配置

学位プログラム学
内
組
織

学
外

教
員
の

所
属
組
織

授
業
科
目

授
業
科
目

授
業
科
目

授
業
科
目

授
業
科
目

授
業
科
目

授
業
科
目

授
業
科
目

授
業
科
目

授
業
科
目

人材養成目的

ＤＰ

ＣＰ

学位プログラム

※当該教育課程の編
成等に責任を有し、年
間８単位以上の授業科
目を担当する者

活用例
2

学内の基幹教員についても、一定の条件の下（※）で、複数
の学位プログラムに従事することが可能で、社会ニーズに応
じた新たな学位プログラムの構築・再編が容易になる。

る
（
P.
23
）。

　一
方
で
、「
教
務
と
人
事
管
理
シ
ス

テ
ム
の
連
携
な
ど
管
理
コ
ス
ト
や
、
基

幹
教
員
に
つ
い
て
の
情
報
公
開
【
P.

19
図
表
5
】
に
ま
つ
わ
る
コ
ス
ト
は
増

え
る
。
人
件
費
は
、
下
が
る
こ
と
も
あ

る
し
、
場
合
に
よ
っ
て
会
議
手
当
な
ど

が
増
え
、
上
が
る
こ
と
も
あ
る
。
新
制

度
へ
の
移
行
は
、
当
事
者
で
あ
る
教
員

の
理
解
納
得
が
あ
っ
て
こ
そ
。
制
度
改

正
さ
れ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
の
方
が
学
内
で

説
明
を
始
め
や
す
い
」（
宮
林
氏
）。

　
　基
幹
教
員
は
２
つ
の
要
件
を
満
た

す
必
要
が
あ
る
。

　専
任
教
員
は
「
一
の
大
学
に
限
り
、

専
任
教
員
と
な
る
」「
専
ら
当
該
大
学

に
お
け
る
教
育
研
究
に
従
事
す
る
」
と

し
か
定
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
基

幹
教
員
は
、「
学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
責

任
を
担
う
」と
さ
れ
、「
会
議
」と「
科
目
」

が
具
体
的
な
要
件
と
し
て
明
記
さ
れ
て

い
る
【
図
表
６
】。
会
議
に
つ
い
て
は
、

「
教
育
課
程
の
編
成
そ
の
他
の
学
部
の

運
営
に
つ
い
て
責
任
を
担
う
」た
め
に
、

「
当
該
学
部
の
教
育
課
程
の
編
成
等
に

つ
い
て
審
議
を
行
う
会
議
」
に
、
構
成

員
と
し
て
参
画
し
て
い
る
こ
と
（
①
）。

会
議
の
具
体
的
要
件
は
文
科
省
か
ら
例

示
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
教
養
教
育
の

基幹教員
主要授業科目

人材養成目的

ＤＰ

ＣＰ

学位プログラム

基幹
教員
以外の
教員

管理
運営
（教授会・
教務委員会等）

管理
運営
（教授会・
教務委員会等）

改正後改正前 審議まとめでの提言

各大学・学部等のDPで定めた学位を取得させ
るに当たり、当該学位のレベルと分野に応じて
達成すべき能力を育成するために必要な科目群

授
業
科
目

授
業
科
目

授
業
科
目

授
業
科
目

授
業
科
目

授
業
科
目

授
業
科
目

主要授業科目
基幹
教員
以外の
教員

授
業
科
目

授
業
科
目

授
業
科
目

授
業
科
目

授
業
科
目

授
業
科
目

授
業
科
目

教育課程
編成

教育課程
編成

教
員

教
員

Q.

な
ぜ
基
幹
教
員
制
度
が

設
け
ら
れ
た
の
か
？

AQ.

教
育
・
経
営
上
の

メ
リ
ッ
ト
と
課
題
は
？

A

基幹教員
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□変更、新設すべき規程を洗い出し、変更する
□教員管理と教務を接続させる
□学部運営にまつわる会議の内容と構成員の整理
□自学での主要授業科目の定義を明確にし、選定
　（必要に応じてＤＰの見直しも）
□必要最低教員数をカウントする

□基幹教員制度への移行方針、
　活用法、時期等を決める
□教員向けに基幹教員制度の趣旨や
　自学の方針などを丁寧に伝える
□学位プログラムごとに非常勤を含む教員の
　授業科目と単位数、参加会議等の一覧をつくる

何をすべきか？

特集  「対応」から「活用」へ 新・大学設置基準

　2
0
2
4
年
度
に
開
設
・
定
員
増

の
大
学
の
一
部
で
あ
り
。

　現
時
点
で
は
本
格
導
入
し
た
大
学
は

見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
２
０
２
４
年

度
開
設
・
収
容
定
員
増
を
予
定
す
る
５

大
学
（
P・
10
）、
２
０
２
５
年
度
の

改
組
準
備
中
の
大
阪
電
気
通
信
大
学

で
は
前
倒
し
し
て
導
入
予
定
だ
。
成
長

分
野
け
ん
引
事
業
に
採
択
さ
れ
た
大
学

の
中
に
は
、
ク
ロ
ス
ア
ポ
イ
ン
ト
メ
ン

ト
を
使
っ
た
教
員
確
保
を
表
明
し
て
い

る
大
学
も
あ
る
【
図
表
15
】。
千
葉
商

科
大
学
は
、
他
大
学
へ
転
職
す
る
主

要
科
目
担
当
だ
っ
た
教
員
に
つ
い
て
、

転
職
先
の
大
学
と
協
議
し
、「
基
幹
教

員
1
号
」に
な
っ
て
も
ら
っ
た
と
い
う
。

　国
立
大
の
制
度
や
経
産
省
、
文
科

省
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
基
に
し
よ
う
。

　学
外
の
教
員
を
基
幹
教
員
と
す
る
場

合
、
ク
ロ
ス
ア
ポ
イ
ン
ト
メ
ン
ト
の
規

程
の
整
備
が
必
要
だ
。
個
人
が
本
務
に

支
障
が
な
い
範
囲
で
行
う
兼
業
と
は
異

な
り
、
組
織
同
士
の
協
定
と
雇
用
者
と

の
個
別
契
約
が
必
要
だ
か
ら
だ
。
ク
ロ

ス
ア
ポ
イ
ン
ト
メ
ン
ト
の
手
順
や
契
約

の
事
例
な
ど
に
つ
い
て
は
、
経
産
省
お

よ
び
文
科
省
か
ら
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
出

て
い
る
。
協
定
書
の
雛
形
も
公
開
さ
れ

て
い
る
の
で
、
一
か
ら
考
え
る
必
要
は

な
い
。
ま
た
、
多
く
の
国
立
大
学
で
は

導
入
済
み
な
の
で
、参
考
に
し
た
い【
図

表
13
、
14
、
上
記
コ
ラ
ム
】。

　教
員
へ
の
丁
寧
な
説
明
と
エ
フ
ォ
ー

ト
や
契
約
管
理
を
し
っ
か
り
。

　教
員
に
よ
り
所
属
先
や
コ
ミ
ッ
ト
の

度
合
い
が
多
様
に
な
る
の
で
、
エ

フ
ォ
ー
ト
管
理
や
契
約
は
各
人
異
な

る
。
入
試
な
ど
の
校
務
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
は
「
学
部
の
教
員
だ
か
ら
」

と
い
う
考
え
で
、
分
担
す
る
こ
と
が
当

た
り
前
だ
っ
た
の
が
、
所
属
組
織
に
よ

ら
な
い
制
度
に
な
る
た
め
、「
誰
が
ど

の
よ
う
な
権
限
で
担
う
か
見
直
し
、

ル
ー
ル
の
改
正
も
必
要
」（
宮
林
氏
）。

実
務
家
教
員
や
他
大
学
と
兼
務
の
教
員

に
つ
い
て
は
、自
学
や
大
学
の
ル
ー
ル
・

文
化
を
学
ん
だ
り
能
力
開
発
の
研
修
の

ほ
か
、
自
学
に
な
じ
む
た
め
の
工
夫
や

相
談
先
の
用
意
も
検
討
し
た
い
。

　

 

す
べ
き
こ
と
や
課
題
は
【
P・
18
図

表
１
】、【
P・
19
図
表
４
】
に
ま
と
め

て
い
る
。
学
則
改
定
等
に
先
立
ち
、
教

員
に
改
正
の
趣
旨
と
内
容
、
大
学
の
考

え
を
丁
寧
に
説
明
し
、
周
知
・
理
解
を

促
す
こ
と
が
重
要
だ
。

会
議
で
も
、
そ
れ
が
学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
一
部
な
ら
認
め
ら
れ
る
【
図
表
７
】。

　そ
の
う
え
で
、
次
の
「
科
目
」
の
要

件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
必
要
が
あ

る
。
一
つ
は
要
件
②
A
の
「
主
要
授
業

科
目
を
担
当
す
る
」（
た
だ
し
「
専
ら

当
該
大
学
の
教
育
研
究
に
従
事
す
る
者

に
限
る
」）、ま
た
は
、要
件
②
B
の
「
年

間
8
単
位
以
上
の
当
該
学
部
の
教
育
課

程
に
係
る
授
業
科
目
を
担
当
す
る
」
こ

と
。
こ
の
場
合
、
科
目
は
主
要
授
業
科

目
で
な
く
て
も
よ
く
、
要
件
①
を
満
た

し
て
い
れ
ば
、
他
大
学
や
他
学
部
の
教

員
、
学
外
か
ら
招
聘
し
た
実
務
家
教
員

で
も
基
幹
教
員
に
で
き
る
。「
サ
バ
テ
ィ

カ
ル
の
教
員
の
扱
い
」
な
ど
、
悩
ま
し

い
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
文
科
省
の
資

料
を
基
に
、
基
幹
教
員
に
あ
た
る
か
ど

う
か
を
ま
と
め
た
【
図
表
8
】。

　　大
学
自
身
が
D
P
を
軸
に
設
定
。

合
理
的
な
説
明
が
求
め
ら
れ
る
。

　主
要
授
業
科
目
と
は
、「
大
学
・
学

部
が
D
P
で
定
め
た
学
位
を
授
与
す
る

に
当
た
り
、
そ
の
学
部
の
レ
ベ
ル
と
分

野
に
応
じ
て
達
成
す
べ
き
能
力
を
育
成

す
る
た
め
に
必
要
な
科
目
群
」を
指
し
、

「
３
P
や
学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
の
一
貫

性
、
到
達
目
標
が
明
確
な
ら
お
の
ず
と

決
ま
る
は
ず
」（
文
科
省
）。「
必
修
＝

主
要
」
と
す
る
こ
と
も
可
能
だ
が
、
肝

心
な
の
は
、「
大
学
が
そ
の
科
目
が
主

要
で
あ
る
こ
と
を
説
明
で
き
る
」こ
と
。

そ
の
た
め
、
D
P
に
基
づ
く
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
か
ど
う
か
や
教
学
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

の
実
質
化
が
問
わ
れ
る
。
な
お
、「
学

部
設
置
の
場
合
、
設
置
審
の
審
査
で
ど

う
判
断
さ
れ
る
か
は
別
の
問
題
」（
文

科
省
）
な
の
で
、
注
意
し
よ
う
。【
図

表
9
】
に
、
主
要
科
目
の
要
件
と
、
取

材
先
の
意
見
を
基
に
手
順
の
一
例
を
示

し
た
の
で
参
考
に
さ
れ
た
い
。

　基
幹
教
員
が
ど
の
要
件
を
満
た
し

て
い
る
か
で
算
入
の
仕
方
が
異
な
る
。

　【図
表
10
】
の
ピ
ン
ク
の
線
で
囲
っ

た
「
年
間
８
単
位
以
上
の
授
業
科
目
を

担
当
す
る
教
員
」
は
複
数
の
大
学
・
学

部
で
4
分
の
1
ま
で
算
入
可
能
。
ブ

ル
ー
の
線
で
囲
っ
た
専
任
教
員
と
し

て
算
入
す
る
場
合
、
主
要
授
業
科
目
の

担
当
で
あ
れ
、
年
間
８
単
位
以
上
の
授

業
科
目
を
担
当
で
あ
れ
、１
つ
の
学
部
、

な
い
し
１
つ
の
大
学
の
必
要
最
低
教
員

数
に
し
か
算
入
で
き
な
い
。
学
部
の
必

要
最
低
教
員
数
に
算
入
し
た
教
員
は
、

大
学
全
体
の
必
要
最
低
教
員
数
に
重
複

し
て
カ
ウ
ン
ト
で
き
な
い
。
ケ
ー
ス
別

の
算
入
方
法
の
詳
細
は
【
図
表
11
、

12
】
で
確
認
を
。

　

  

学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
対
す
る
教
員

の
責
任
性
を
明
確
に
す
る
た
め
。

　基
幹
教
員
制
度
【
図
表
１
】
の
狙
い

は
、
文
科
省
に
よ
る
と
ズ
バ
リ
「
３
P

に
基
づ
く
学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
責
任
を

持
つ
教
員
組
織
に
す
る
た
め
の
学
修
者

本
位
の
教
育
へ
の
転
換
に
向
け
た
教
員

の
意
識
改
革
」
だ
【
図
表
2
】。
こ
れ

ま
で
も
概
念
上
は
そ
う
だ
っ
た
が
、
実

質
化
を
図
る
べ
く
、
そ
の
定
義
を
法
令

上
、
明
確
化
し
た
。
つ
ま
り
、
海
外
の

制
度
を
参
考
に
し
た
も
の
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
も
「
中
教
審
の
議
論
や
設
置

審
査
で
の
実
態
の
積
み
重
ね
の
結
果
」

（
文
科
省
）
だ
。
そ
の
布
石
と
し
て
、

今
改
正
以
前
に
、2
0
1
8
年
に
は「
工

学
系
の
課
程
制
」
が
、
2
0
1
9
年
に

は
「
学
部
等
連
係
課
程
」
が
導
入
さ
れ
、

学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
合
わ
せ
学
部
学
科

を
超
え
た
教
員
編
制
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
す
で
に
こ
れ
ら
の
制
度

を
利
用
し
、
工
学
部
教
育
改
革
や
、
学

環
を
設
け
る
大
学
も
出
始
め
て
い
る
。

　
　めざ
す
教
育
に
合
わ
せ
た
大
胆
な

教
員
組
織
編
制
と
教
員
人
材
の
確
保
が

可
能
に
な
る
。

　こ
の
制
度
は
必
要
最
低
教
員
数
の
算

定
に
お
い
て
、
要
件
を
満
た
せ
ば
、
4

分
の
1
ま
で
他
学
部
、
他
大
学
、
学
外

人
材
の
算
入
が
可
能
に
な
り
、
さ
ま
ざ

ま
な
活
用
例
が
想
定
さ
れ
て
い
る
【
図

表
３
】。
今
回
取
材
し
た
大
学
関
係
者

が
挙
げ
る
メ
リ
ッ
ト
や
課
題
を
【
図
表

4
】
に
示
し
た
。
主
な
メ
リ
ッ
ト
は
、

①「
教
教
分
離
」
に
よ
り
、
文
理
融
合

教
育
な
ど
、
学
生
に
と
っ
て
よ
り
魅
力

的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
構
築
に
必
要
な
教
員

を
組
織
を
ま
た
い
で
集
め
や
す
く
な

る
、②
教
員
人
材
の
シ
ェ
ア
が
で
き
る

た
め
、
人
材
が
手
薄
な
分
野
の
教
員
確

保
が
し
や
す
く
な
る
、③
人
材
の
シ
ェ

ア
に
よ
り
、
社
会
や
地
域
と
連
携
し
た

教
育
を
し
た
い
場
合
、
企
業
等
か
ら
実

務
家
教
員
を
招
聘
し
や
す
く
な
る
、④

主
要
科
目
を
担
う
教
員
が
他
大
学
に
転

職
し
て
も
、
転
職
先
が
認
め
れ
ば
、
引

き
続
き
自
学
で
教
育
を
担
っ
て
も
ら
え

る
、⑤
他
大
学
や
企
業
等
と
兼
務
教
員

の
場
合
、給
与
等
が
案
分
で
き
る
。「
専

任
教
員
を
そ
の
ま
ま
基
幹
教
員
へ
読
み

替
え
し
て
も
よ
い
が
、
学
修
者
本
位
の

教
育
を
め
ざ
す
な
ら
う
ま
く
活
用
し
た

い
。
そ
の
際
、
教
員
が
い
る
学
部
に
学

生
を
集
め
る
の
で
は
な
く
、
学
生
に

と
っ
て
魅
力
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
必
要

な
教
員
を
集
め
る
と
い
う
発
想
の
転
換

が
必
要
」（
桐
蔭
横
浜
大
学
）。
な
お
、

複
数
大
学
で
の
勤
務
は
教
員
自
身
の
教

育
研
究
の
幅
を
広
げ
る
メ
リ
ッ
ト
も
あ
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＊文部科学省「令和4年度大学設置基準等の改正について～学修者本位の大学教育の実現に向けて～」（2022年）や取材を基にBetween編集部でまとめ

＊文部科学省「令和4年度大学設置基準等の改
  正について～学修者本位の大学教育の実現に
  向けて～」（2022年）を基にBetween編集部で
  まとめ ＊文部科学省「令和4年度大学設置基準等の改正について～学修者本位の大学教育の実現に向けて～」（2022年）

＊文部科学省「令和4年度大学設置基準等の改正について～学修者本位の大学教育の実現に向けて～」（2022年）

＊特集記事で取材した大学関係者の話をまとめ、Between編集部で作成

従前の設置認可審査における専任教員の考え方等も
踏まえながら「基幹教員」として定義を明確化するととも
に、必要最低教員数の算定においては、複数の大学・学
部での算入も可能（４分の１まで）とすることなどを規定。
➡教員が十分に養成されていない成長分野等におい
て、民間企業からの実務家教員の登用の促進や、複数
大学等でのクロスアポイントメント等の進展を期待。

基
幹
教
員
制
度
と
は
？

【図表1】基幹教員制度の改正前と改正後の動き 

【図表2】専任教員から基幹教員に改める理由～学位プログラムに係る教員の責任性の明確化

【図表3】基幹教員制度の活用例

【図表4】基幹教員制度活用による教育・経営上のメリットと課題【図表5】基幹教員について
公表すべき情報

活用例
１ 「一の大学に限り」という「専任教

員」の概念を「基幹教員」（仮称）
と改め、設置基準上最低限必要
な教員の数の算定に当たり一定
以上の授業科目を担当する常勤
以外の教員について一定の範囲
まで算入を認めることなどを提言。

基準上「一の大学に限り、専
任教員となる」「専ら当該大
学における教育研究に従事
する」としか定められておらず、
各大学にとって専任教員とし
ての登用では、慎重に判断せ
ざるを得ない面があった。

考えられるメリット 課題

□学生にとって魅力的なプログラム構築に必要な教員を
集めやすくなり、学修者本位の教育の実現に役立つ
□人材確保が難しい分野や、自学で手薄な分野の教員、企
業や自治体等の実務家教員など多様な教員をそろえやすい
□重要な科目担当の専任教員が他大学に転職後も引き
続き関わってもらいやすくなる　
□必要最低教員数を所属組織ではなく、授業や会議など、
教育課程の編成や運営へ実質的に参画しているかでカ
ウントするので、めざす教育や社会のニーズに応じた大
胆な教員組織の見直しがしやすい　
□給与や社会保険料を各所属機関でシェアできたり、必
要最低教員数に１／４まで他機関勤務の教員も算入で
きたりするので、人件費を抑制しやすい
□教員自身にとっても異なる大学での勤務は、自分の教育
研究の幅を広げることになる

□関連規程の見直し、新設、人事制度
の見直しが必要
□各教員によりエフォートが異なりやすい
ため、教員との契約は一律の条件では
なく個別対応になりやすい
□基幹教員については情報公開が必要
なため、そのためのコストや手間が増え
る（教務と人事の連携も必須）　
□基幹教員の要件に必要な会議に新た
な教員が加わることにより、手当等の
経費が上がることもある
□教員に対するコミュニケーション次第
では、労働問題になる可能性もある
□他大学や企業等のクロスアポイントメン
ト教員の受け入れサポート制度が必要

学部等の基本組織
※学部等連係課程実施基本組織を含む

基幹教員

基幹教員
以外の教員

管理運営（教授会・教務委員会等）

授業
科目

授業
科目

授業
科目

授業
科目

授業
科目

授業
科目

授業
科目

授業
科目

授業
科目

授業
科目

授業
科目

授業
科目

主要授業科目

人材養成目的

ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）

カリキュラム・ポリシー（ＣＰ）

教育課程編成

学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム

基幹
教員

管理運営
（教授会・
教務委員会等）

主要授業科目
各大学・学部等のDPで定めた学位
を取得させるに当たり、当該学位の
レベルと分野に応じて達成すべき能
力を育成するために必要な科目群

人材養成目的

ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）

カリキュラム・ポリシー（ＣＰ）
教育課程
編成

基幹教員
以外の教員

学内の教員だけでなく、学外の教員であっても学位プログラム
に対し責任を有するなど、一定の要件を満たす教員は基幹教
員となることができ、社会ニーズに対応した迅速で柔軟な学位
プログラム編成が可能となる。 ※一定の条件：当該各学部の教育課程の編成等に責任を担い、各教育課程に

おける年間８単位以上の授業科目を担当、必要最低教員数の１／４まで 等

□基幹教員の数
 （専ら自学に従事する教員とそれ
以外の内訳も）
□各基幹教員が有する学位
□教育研究等の業績
□主要授業科目の担当の有無
や単位数
□教育課程の編成その他の学部
の運営への参画の状況

※複数の大学等で基幹教員となる教員の勤務
先の公表は望ましい
※各基幹教員が必要最低教員数に算入されて
いるかは公表は求めない
※基幹教員以外の教員に係る情報も公開

教
員

学位
プログラム
毎に配置

学位プログラム学
内
組
織

学
外

教
員
の

所
属
組
織

授
業
科
目

授
業
科
目

授
業
科
目

授
業
科
目

授
業
科
目

授
業
科
目

授
業
科
目

授
業
科
目

授
業
科
目

授
業
科
目

人材養成目的

ＤＰ

ＣＰ

学位プログラム

※当該教育課程の編
成等に責任を有し、年
間８単位以上の授業科
目を担当する者

活用例
2

学内の基幹教員についても、一定の条件の下（※）で、複数
の学位プログラムに従事することが可能で、社会ニーズに応
じた新たな学位プログラムの構築・再編が容易になる。

る
（
P.
23
）。

　一
方
で
、「
教
務
と
人
事
管
理
シ
ス

テ
ム
の
連
携
な
ど
管
理
コ
ス
ト
や
、
基

幹
教
員
に
つ
い
て
の
情
報
公
開
【
P.

19
図
表
5
】
に
ま
つ
わ
る
コ
ス
ト
は
増

え
る
。
人
件
費
は
、
下
が
る
こ
と
も
あ

る
し
、
場
合
に
よ
っ
て
会
議
手
当
な
ど

が
増
え
、
上
が
る
こ
と
も
あ
る
。
新
制

度
へ
の
移
行
は
、
当
事
者
で
あ
る
教
員

の
理
解
納
得
が
あ
っ
て
こ
そ
。
制
度
改

正
さ
れ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
の
方
が
学
内
で

説
明
を
始
め
や
す
い
」（
宮
林
氏
）。

　
　基
幹
教
員
は
２
つ
の
要
件
を
満
た

す
必
要
が
あ
る
。

　専
任
教
員
は
「
一
の
大
学
に
限
り
、

専
任
教
員
と
な
る
」「
専
ら
当
該
大
学

に
お
け
る
教
育
研
究
に
従
事
す
る
」
と

し
か
定
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
基

幹
教
員
は
、「
学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
責

任
を
担
う
」と
さ
れ
、「
会
議
」と「
科
目
」

が
具
体
的
な
要
件
と
し
て
明
記
さ
れ
て

い
る
【
図
表
６
】。
会
議
に
つ
い
て
は
、

「
教
育
課
程
の
編
成
そ
の
他
の
学
部
の

運
営
に
つ
い
て
責
任
を
担
う
」た
め
に
、

「
当
該
学
部
の
教
育
課
程
の
編
成
等
に

つ
い
て
審
議
を
行
う
会
議
」
に
、
構
成

員
と
し
て
参
画
し
て
い
る
こ
と
（
①
）。

会
議
の
具
体
的
要
件
は
文
科
省
か
ら
例

示
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
教
養
教
育
の

基幹教員
主要授業科目

人材養成目的

ＤＰ

ＣＰ

学位プログラム

基幹
教員
以外の
教員

管理
運営
（教授会・
教務委員会等）

管理
運営
（教授会・
教務委員会等）

改正後改正前 審議まとめでの提言

各大学・学部等のDPで定めた学位を取得させ
るに当たり、当該学位のレベルと分野に応じて
達成すべき能力を育成するために必要な科目群

授
業
科
目

授
業
科
目

授
業
科
目

授
業
科
目

授
業
科
目

授
業
科
目

授
業
科
目

主要授業科目
基幹
教員
以外の
教員

授
業
科
目

授
業
科
目

授
業
科
目

授
業
科
目

授
業
科
目

授
業
科
目

授
業
科
目

教育課程
編成

教育課程
編成

教
員

教
員

Q.

な
ぜ
基
幹
教
員
制
度
が

設
け
ら
れ
た
の
か
？

AQ.

教
育
・
経
営
上
の

メ
リ
ッ
ト
と
課
題
は
？

A

基幹教員
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手
順

特集  「対応」から「活用」へ 新・大学設置基準

　2
0
2
4
年
度
に
開
設
・
定
員
増

の
大
学
の
一
部
で
あ
り
。

　現
時
点
で
は
本
格
導
入
し
た
大
学
は

見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
２
０
２
４
年

度
開
設
・
収
容
定
員
増
を
予
定
す
る
５

大
学
（
P・
10
）、
２
０
２
５
年
度
の

改
組
準
備
中
の
大
阪
電
気
通
信
大
学

で
は
前
倒
し
し
て
導
入
予
定
だ
。
成
長

分
野
け
ん
引
事
業
に
採
択
さ
れ
た
大
学

の
中
に
は
、
ク
ロ
ス
ア
ポ
イ
ン
ト
メ
ン

ト
を
使
っ
た
教
員
確
保
を
表
明
し
て
い

る
大
学
も
あ
る
【
図
表
15
】。
千
葉
商

科
大
学
は
、
他
大
学
へ
転
職
す
る
主

要
科
目
担
当
だ
っ
た
教
員
に
つ
い
て
、

転
職
先
の
大
学
と
協
議
し
、「
基
幹
教

員
1
号
」に
な
っ
て
も
ら
っ
た
と
い
う
。

　国
立
大
の
制
度
や
経
産
省
、
文
科

省
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
基
に
し
よ
う
。

　学
外
の
教
員
を
基
幹
教
員
と
す
る
場

合
、
ク
ロ
ス
ア
ポ
イ
ン
ト
メ
ン
ト
の
規

程
の
整
備
が
必
要
だ
。
個
人
が
本
務
に

支
障
が
な
い
範
囲
で
行
う
兼
業
と
は
異

な
り
、
組
織
同
士
の
協
定
と
雇
用
者
と

の
個
別
契
約
が
必
要
だ
か
ら
だ
。
ク
ロ

ス
ア
ポ
イ
ン
ト
メ
ン
ト
の
手
順
や
契
約

の
事
例
な
ど
に
つ
い
て
は
、
経
産
省
お

よ
び
文
科
省
か
ら
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
出

て
い
る
。
協
定
書
の
雛
形
も
公
開
さ
れ

て
い
る
の
で
、
一
か
ら
考
え
る
必
要
は

な
い
。
ま
た
、
多
く
の
国
立
大
学
で
は

導
入
済
み
な
の
で
、参
考
に
し
た
い【
図

表
13
、
14
、
上
記
コ
ラ
ム
】。

　教
員
へ
の
丁
寧
な
説
明
と
エ
フ
ォ
ー

ト
や
契
約
管
理
を
し
っ
か
り
。

　教
員
に
よ
り
所
属
先
や
コ
ミ
ッ
ト
の

度
合
い
が
多
様
に
な
る
の
で
、
エ

フ
ォ
ー
ト
管
理
や
契
約
は
各
人
異
な

る
。
入
試
な
ど
の
校
務
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
は
「
学
部
の
教
員
だ
か
ら
」

と
い
う
考
え
で
、
分
担
す
る
こ
と
が
当

た
り
前
だ
っ
た
の
が
、
所
属
組
織
に
よ

ら
な
い
制
度
に
な
る
た
め
、「
誰
が
ど

の
よ
う
な
権
限
で
担
う
か
見
直
し
、

ル
ー
ル
の
改
正
も
必
要
」（
宮
林
氏
）。

実
務
家
教
員
や
他
大
学
と
兼
務
の
教
員

に
つ
い
て
は
、自
学
や
大
学
の
ル
ー
ル
・

文
化
を
学
ん
だ
り
能
力
開
発
の
研
修
の

ほ
か
、
自
学
に
な
じ
む
た
め
の
工
夫
や

相
談
先
の
用
意
も
検
討
し
た
い
。

　

 

す
べ
き
こ
と
や
課
題
は
【
P・
18
図

表
１
】、【
P・
19
図
表
４
】
に
ま
と
め

て
い
る
。
学
則
改
定
等
に
先
立
ち
、
教

員
に
改
正
の
趣
旨
と
内
容
、
大
学
の
考

え
を
丁
寧
に
説
明
し
、
周
知
・
理
解
を

促
す
こ
と
が
重
要
だ
。

会
議
で
も
、
そ
れ
が
学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
一
部
な
ら
認
め
ら
れ
る
【
図
表
７
】。

　そ
の
う
え
で
、
次
の
「
科
目
」
の
要

件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
必
要
が
あ

る
。
一
つ
は
要
件
②
A
の
「
主
要
授
業

科
目
を
担
当
す
る
」（
た
だ
し
「
専
ら

当
該
大
学
の
教
育
研
究
に
従
事
す
る
者

に
限
る
」）、ま
た
は
、要
件
②
B
の
「
年

間
8
単
位
以
上
の
当
該
学
部
の
教
育
課

程
に
係
る
授
業
科
目
を
担
当
す
る
」
こ

と
。
こ
の
場
合
、
科
目
は
主
要
授
業
科

目
で
な
く
て
も
よ
く
、
要
件
①
を
満
た

し
て
い
れ
ば
、
他
大
学
や
他
学
部
の
教

員
、
学
外
か
ら
招
聘
し
た
実
務
家
教
員

で
も
基
幹
教
員
に
で
き
る
。「
サ
バ
テ
ィ

カ
ル
の
教
員
の
扱
い
」
な
ど
、
悩
ま
し

い
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
文
科
省
の
資

料
を
基
に
、
基
幹
教
員
に
あ
た
る
か
ど

う
か
を
ま
と
め
た
【
図
表
8
】。

　　大
学
自
身
が
D
P
を
軸
に
設
定
。

合
理
的
な
説
明
が
求
め
ら
れ
る
。

　主
要
授
業
科
目
と
は
、「
大
学
・
学

部
が
D
P
で
定
め
た
学
位
を
授
与
す
る

に
当
た
り
、
そ
の
学
部
の
レ
ベ
ル
と
分

野
に
応
じ
て
達
成
す
べ
き
能
力
を
育
成

す
る
た
め
に
必
要
な
科
目
群
」を
指
し
、

「
３
P
や
学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
の
一
貫

性
、
到
達
目
標
が
明
確
な
ら
お
の
ず
と

決
ま
る
は
ず
」（
文
科
省
）。「
必
修
＝

主
要
」
と
す
る
こ
と
も
可
能
だ
が
、
肝

心
な
の
は
、「
大
学
が
そ
の
科
目
が
主

要
で
あ
る
こ
と
を
説
明
で
き
る
」こ
と
。

そ
の
た
め
、
D
P
に
基
づ
く
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
か
ど
う
か
や
教
学
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

の
実
質
化
が
問
わ
れ
る
。
な
お
、「
学

部
設
置
の
場
合
、
設
置
審
の
審
査
で
ど

う
判
断
さ
れ
る
か
は
別
の
問
題
」（
文

科
省
）
な
の
で
、
注
意
し
よ
う
。【
図

表
9
】
に
、
主
要
科
目
の
要
件
と
、
取

材
先
の
意
見
を
基
に
手
順
の
一
例
を
示

し
た
の
で
参
考
に
さ
れ
た
い
。

　基
幹
教
員
が
ど
の
要
件
を
満
た
し

て
い
る
か
で
算
入
の
仕
方
が
異
な
る
。

　【図
表
10
】
の
ピ
ン
ク
の
線
で
囲
っ

た
「
年
間
８
単
位
以
上
の
授
業
科
目
を

担
当
す
る
教
員
」
は
複
数
の
大
学
・
学

部
で
4
分
の
1
ま
で
算
入
可
能
。
ブ

ル
ー
の
線
で
囲
っ
た
専
任
教
員
と
し

て
算
入
す
る
場
合
、
主
要
授
業
科
目
の

担
当
で
あ
れ
、
年
間
８
単
位
以
上
の
授

業
科
目
を
担
当
で
あ
れ
、１
つ
の
学
部
、

な
い
し
１
つ
の
大
学
の
必
要
最
低
教
員

数
に
し
か
算
入
で
き
な
い
。
学
部
の
必

要
最
低
教
員
数
に
算
入
し
た
教
員
は
、

大
学
全
体
の
必
要
最
低
教
員
数
に
重
複

し
て
カ
ウ
ン
ト
で
き
な
い
。
ケ
ー
ス
別

の
算
入
方
法
の
詳
細
は
【
図
表
11
、

12
】
で
確
認
を
。

21 No.311 20No.311

＊2「専ら当該大学の教育研究に従事する者（一の大学でフルタイム雇用されている）」

＊1企業等に専ら従事し、いずれの大学にも専ら従事しない場合

＊【図表10、11、12】：文部科学省「令和4年度大学設置基準等の改正について～学修者本位の大学教育の実現に向けて～」を基にBetween編集部で一部加工

　

  

学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
対
す
る
教
員

の
責
任
性
を
明
確
に
す
る
た
め
。

　基
幹
教
員
制
度
【
図
表
１
】
の
狙
い

は
、
文
科
省
に
よ
る
と
ズ
バ
リ
「
３
P

に
基
づ
く
学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
責
任
を

持
つ
教
員
組
織
に
す
る
た
め
の
学
修
者

本
位
の
教
育
へ
の
転
換
に
向
け
た
教
員

の
意
識
改
革
」
だ
【
図
表
2
】。
こ
れ

ま
で
も
概
念
上
は
そ
う
だ
っ
た
が
、
実

質
化
を
図
る
べ
く
、
そ
の
定
義
を
法
令

上
、
明
確
化
し
た
。
つ
ま
り
、
海
外
の

制
度
を
参
考
に
し
た
も
の
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
も
「
中
教
審
の
議
論
や
設
置

審
査
で
の
実
態
の
積
み
重
ね
の
結
果
」

（
文
科
省
）
だ
。
そ
の
布
石
と
し
て
、

今
改
正
以
前
に
、2
0
1
8
年
に
は「
工

学
系
の
課
程
制
」
が
、
2
0
1
9
年
に

は
「
学
部
等
連
係
課
程
」
が
導
入
さ
れ
、

学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
合
わ
せ
学
部
学
科

を
超
え
た
教
員
編
制
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
す
で
に
こ
れ
ら
の
制
度

を
利
用
し
、
工
学
部
教
育
改
革
や
、
学

環
を
設
け
る
大
学
も
出
始
め
て
い
る
。

　
　めざ
す
教
育
に
合
わ
せ
た
大
胆
な

教
員
組
織
編
制
と
教
員
人
材
の
確
保
が

可
能
に
な
る
。

　こ
の
制
度
は
必
要
最
低
教
員
数
の
算

定
に
お
い
て
、
要
件
を
満
た
せ
ば
、
4

分
の
1
ま
で
他
学
部
、
他
大
学
、
学
外

人
材
の
算
入
が
可
能
に
な
り
、
さ
ま
ざ

ま
な
活
用
例
が
想
定
さ
れ
て
い
る
【
図

表
３
】。
今
回
取
材
し
た
大
学
関
係
者

が
挙
げ
る
メ
リ
ッ
ト
や
課
題
を
【
図
表

4
】
に
示
し
た
。
主
な
メ
リ
ッ
ト
は
、

①「
教
教
分
離
」
に
よ
り
、
文
理
融
合

教
育
な
ど
、
学
生
に
と
っ
て
よ
り
魅
力

的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
構
築
に
必
要
な
教
員

を
組
織
を
ま
た
い
で
集
め
や
す
く
な

る
、②
教
員
人
材
の
シ
ェ
ア
が
で
き
る

た
め
、
人
材
が
手
薄
な
分
野
の
教
員
確

保
が
し
や
す
く
な
る
、③
人
材
の
シ
ェ

ア
に
よ
り
、
社
会
や
地
域
と
連
携
し
た

教
育
を
し
た
い
場
合
、
企
業
等
か
ら
実

務
家
教
員
を
招
聘
し
や
す
く
な
る
、④

主
要
科
目
を
担
う
教
員
が
他
大
学
に
転

職
し
て
も
、
転
職
先
が
認
め
れ
ば
、
引

き
続
き
自
学
で
教
育
を
担
っ
て
も
ら
え

る
、⑤
他
大
学
や
企
業
等
と
兼
務
教
員

の
場
合
、給
与
等
が
案
分
で
き
る
。「
専

任
教
員
を
そ
の
ま
ま
基
幹
教
員
へ
読
み

替
え
し
て
も
よ
い
が
、
学
修
者
本
位
の

教
育
を
め
ざ
す
な
ら
う
ま
く
活
用
し
た

い
。
そ
の
際
、
教
員
が
い
る
学
部
に
学

生
を
集
め
る
の
で
は
な
く
、
学
生
に

と
っ
て
魅
力
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
必
要

な
教
員
を
集
め
る
と
い
う
発
想
の
転
換

が
必
要
」（
桐
蔭
横
浜
大
学
）。
な
お
、

複
数
大
学
で
の
勤
務
は
教
員
自
身
の
教

育
研
究
の
幅
を
広
げ
る
メ
リ
ッ
ト
も
あ

【図表6】専任教員と基幹教員の定義の違い

一の大学に限
り、専ら当該大
学における教
育研究に従事
する教員のみ

②A：当該学部の教育課程における主要授業科目を担当する教員
（専ら当該大学の教育研究に従事する者に限る※２）、またはB：当該
学部の教育課程における年間８単位以上の授業科目を担当する教員

【図表7】「教育課程の編成その他の
学部運営について責任を担う」の要件

【図表10】必要最低教員数の算出方法について

【図表11】基幹教員の必要最低教員数の算出について（複数機関間）

【図表12】基幹教員の必要最低教員数の算出について（同一大学内）

【図表9】「主要授業科目」の要件と決める手順

□教授会や教務委員会等の、教育課程の編成や学
生の入学、卒業及び課程の修了、学位の授与等
についての審議を行う会議に、構成員として直接
的かつ実質的に参画
□上記いずれかの会議体に構成員として参画してい
る（全会議への参画は必須ではない）
□教養教育の教授会への参画は、その教育が学位
プログラムの一部を構成するのなら要件に合う
□会議で意見を述べるだけではなく、あくまで構成員
としての参画が条件

□学生に学位を取得させるに当たり、当該学位のレベルと分野に応
じて達成すべき能力を育成するために必要な科目群
□大学設置基準上、授業科目は「必修科目、選択科目及び自由科目
に分けて教育課程を編成する」こととされていることも踏まえる
□DP、CP等に基づくこれらの区分別の科目の位置付けも勘案する
□DPで定めた学位の取得に必要な、当該学位のレベルと分野に応
じて達成すべき能力を育成するために必要な科目群
□各大学・学部等で整理・判断し、説明ができる

定義

専任教員 基幹教員〈①及び、②のA・Bいずれかの要件を満たす〉

法学部に
所属している

法学部の運営に責任を持ち、法学部の主要授業科目または年間8
単位以上の授業を担当

A大学経済学部

◆理学部又は農学部のいずれか一の学部→３/４以上の「専ら…従事する教員」の数に算入
又は◆理学部及び農学部の両学部→１/４以内の複数算入枠に算入
※理学部又は農学部において「専ら…従事する教員」の数に算入し、他方の学部で複数算入枠に算入することは不可

ケース１

ケース2

ケース3

ケース４
◆A大学(経)→１/４以内の複数算入枠に算入
◆B大学(商)→１/４以内の複数算入枠に算入

算入はいずれか［１］まで 注：学部以外の基本組織（教教分離型の場合は教育組織）を含む

る
（
P.
23
）。

　一
方
で
、「
教
務
と
人
事
管
理
シ
ス

テ
ム
の
連
携
な
ど
管
理
コ
ス
ト
や
、
基

幹
教
員
に
つ
い
て
の
情
報
公
開
【
P.

19
図
表
5
】
に
ま
つ
わ
る
コ
ス
ト
は
増

え
る
。
人
件
費
は
、
下
が
る
こ
と
も
あ

る
し
、
場
合
に
よ
っ
て
会
議
手
当
な
ど

が
増
え
、
上
が
る
こ
と
も
あ
る
。
新
制

度
へ
の
移
行
は
、
当
事
者
で
あ
る
教
員

の
理
解
納
得
が
あ
っ
て
こ
そ
。
制
度
改

正
さ
れ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
の
方
が
学
内
で

説
明
を
始
め
や
す
い
」（
宮
林
氏
）。

　
　基
幹
教
員
は
２
つ
の
要
件
を
満
た

す
必
要
が
あ
る
。

　専
任
教
員
は
「
一
の
大
学
に
限
り
、

専
任
教
員
と
な
る
」「
専
ら
当
該
大
学

に
お
け
る
教
育
研
究
に
従
事
す
る
」
と

し
か
定
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
基

幹
教
員
は
、「
学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
責

任
を
担
う
」と
さ
れ
、「
会
議
」と「
科
目
」

が
具
体
的
な
要
件
と
し
て
明
記
さ
れ
て

い
る
【
図
表
６
】。
会
議
に
つ
い
て
は
、

「
教
育
課
程
の
編
成
そ
の
他
の
学
部
の

運
営
に
つ
い
て
責
任
を
担
う
」た
め
に
、

「
当
該
学
部
の
教
育
課
程
の
編
成
等
に

つ
い
て
審
議
を
行
う
会
議
」
に
、
構
成

員
と
し
て
参
画
し
て
い
る
こ
と
（
①
）。

会
議
の
具
体
的
要
件
は
文
科
省
か
ら
例

示
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
教
養
教
育
の

例）法学部の
教員の定義

※この作業を通じて、DPや開講科目そのもの、学修成果の可視化のしかたを
見直す必要がある場合もある　※基幹教員の情報公表上、どれが主要授業
科目なのか、確認できるような形での、明記・公表することが望ましい

①教育課程の編成その他の学部の運営について責任を担う教員※１

※1：教授会や教務委員会など当該学部の教育課程の編成等について審議を行う会議に参画する者等を想定
※2：一の大学でフルタイム雇用されている者等（月額報酬２０万円以上）を想定

①文科省の通知を参照し、自学の主要授業科目の定義を決める
②各学位プログラムのDPと、授業科目の関係を整理する。その際、DP達
成度合いを確認する科目やその方法も考慮する（学修成果の可視化）

③主要授業科目を決定し、なぜ、その科目が主要なのかを学内外
に説明できるようにしておく

文
科
省
の
要
件

【図表8】基幹教員のケーススタディ

教育課程の編成等に責任はあっても、
授業を担当していない ×

×

ケース
教育課程の編成等に責任はあっても、
年間8単位以上授業を担当していない

要件②Aを満たせば〇：専任教員※2である
＋主要授業科目担当（単位数不問）

クロスアポイントメント制度等雇用契約を用
いた制度以外で受け入れた教員

基幹教員として〇か×か

サバティカル中でも要件を満たせば〇
（例 リモートで会議参加したり授業を行う）サバティカルを取得する教員

大学院に所属する教員

任期付教員や、非常勤講師

教養科目のみを担当する教員

他学部で基幹教員になっている教員

要件を満たせば〇

要件を満たせば〇

要件を満たせば〇
〇だが、別の学部の必要最低教員数には専任教員※2以
 外の者としての算入可、専任教員としての算入不可

必要最低教員数を上回る要件を満たす教員 〇要件を満たせば一律に基幹教員として取り扱う
必要あり（必要最低教員数に含まれるか否かを問わず）

農学部

基幹教員
の要件

①教育課程
等の責任

②（A）主要
科目専ら従事

②（B）年間
８単位以上

①教育課程
等の責任

②（A）主要
科目専ら従事

②（B）年間
８単位以上

B大学商学部

【別表第一】
A学部（注）の収容定員に
基づく必要最低教員数

B学部（注）の収容定員に
基づく必要最低教員数

【別表第二】
大学全体の収容定員に
基づく必要最低教員数

✓ 必要最低教員数に含まれなければ、基幹教員となれないものではない。✓ 必要最低教員数を超える分については、特段制限なし。

※別表第一で
算入する教員除く

※３／４以上は
専ら当該大学の
教育研究に従事
する教員

※３／４以上は専ら当該大学
の教育研究に従事する教員

※３／４以上は専ら
当該大学の教育研究に
従事する教員

複数の大学・学部
等で算入可能
（各々の学部で年間
８単位以上担当）

教育課程の編成等に責任を担い、当該学部の教育課
程における年間８単位以上の授業科目を担当する教員
（専ら当該大学の教育研究に従事する者以外の者）
※例えば、クロスアポイントメント等により、複数の大学や企業との
兼務を行う者等

教育課程の編成等に責任を担い、当該学部の教育課
程における年間８単位以上の授業科目を担当する教員
（専ら当該大学の教育研究に従事する者）

教育課程の編成等に責任を担い、当該学部の教育課
程における主要授業科目を担当する教員
（専ら当該大学の教育研究に従事する者）

◆A大学(経)→３/４以上の「専ら…従事する教員」の数に算入

◆A大学(経)→３/４以上の「専ら…従事する教員」の数に算入
◆B大学(商)→１/４以内の複数算入枠に算入

◆A大学(経)→３/４以上の「専ら…従事する教員」の数に算入又は１/４以内の複数算入枠に算入
◆B大学(商)→１/４以内の複数算入枠に算入

※複数算入枠に理論上の上限はないが、適切な教育研究活動等が行われるよう教員のエフォート管理に注意が必要。

※複数算入枠に理論上の上限はないが、適切な教育研究活動等が行われるよう教員のエフォート管理に注意が必要。

＊【図表６、７、８、9】：文部科学省「令和4年度大学設置基準等の改正について～学修者本位の大学教育の実現に向けて～」や同省「令和4年度大学設置基準等の改正に係るQ&A」と取材を参考にBetween編集部でまとめ

◆理学部又は農学部のいずれか一の学部→３/４以上の「専ら…従事する教員」の数に算入
※理学部において「専ら…従事する教員」の数に算入し、農学部において複数算入枠に算入することは不可

理学部

ケース１

ケース2

ケース3

基幹教員
の要件

①教育課程
等の責任

②（A）主要
科目専ら従事

②（B）年間
８単位以上

①教育課程
等の責任

②（A）主要
科目専ら従事

②（B）年間
８単位以上

算入方法

算入方法

◆理学部→３/４以上の「専ら…従事する教員」の数に算入

A大学

•同一大学内の一の学部で「専ら…従事する教員」として算入した場合、仮に要件を満たしていても、他の学部で必要最低教員数に含まれる基幹教員として算入することはできない。
•「専ら…従事する教員」に当たるかどうかは、学部単位ではなく、大学単位で判断することに注意が必要。

教
員（
全
体
）

基
幹
教
員

基幹教員以外の教員 ※各学部等の授業科目を担当しない教員

Q.

専
任
教
員
と
基
幹
教
員

の
違
い
は
？

A

Q.

主
要
授
業
科
目
は

ど
う
決
め
れ
ば
い
い
の
か
？

AQ.

必
要
最
低
教
員
数
へ
の

算
入
の
仕
方
は
？

A

＊2

＊1

会議

科目
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手
順

特集  「対応」から「活用」へ 新・大学設置基準

　2
0
2
4
年
度
に
開
設
・
定
員
増

の
大
学
の
一
部
で
あ
り
。

　現
時
点
で
は
本
格
導
入
し
た
大
学
は

見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
２
０
２
４
年

度
開
設
・
収
容
定
員
増
を
予
定
す
る
５

大
学
（
P・
10
）、
２
０
２
５
年
度
の

改
組
準
備
中
の
大
阪
電
気
通
信
大
学

で
は
前
倒
し
し
て
導
入
予
定
だ
。
成
長

分
野
け
ん
引
事
業
に
採
択
さ
れ
た
大
学

の
中
に
は
、
ク
ロ
ス
ア
ポ
イ
ン
ト
メ
ン

ト
を
使
っ
た
教
員
確
保
を
表
明
し
て
い

る
大
学
も
あ
る
【
図
表
15
】。
千
葉
商

科
大
学
は
、
他
大
学
へ
転
職
す
る
主

要
科
目
担
当
だ
っ
た
教
員
に
つ
い
て
、

転
職
先
の
大
学
と
協
議
し
、「
基
幹
教

員
1
号
」に
な
っ
て
も
ら
っ
た
と
い
う
。

　国
立
大
の
制
度
や
経
産
省
、
文
科

省
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
基
に
し
よ
う
。

　学
外
の
教
員
を
基
幹
教
員
と
す
る
場

合
、
ク
ロ
ス
ア
ポ
イ
ン
ト
メ
ン
ト
の
規

程
の
整
備
が
必
要
だ
。
個
人
が
本
務
に

支
障
が
な
い
範
囲
で
行
う
兼
業
と
は
異

な
り
、
組
織
同
士
の
協
定
と
雇
用
者
と

の
個
別
契
約
が
必
要
だ
か
ら
だ
。
ク
ロ

ス
ア
ポ
イ
ン
ト
メ
ン
ト
の
手
順
や
契
約

の
事
例
な
ど
に
つ
い
て
は
、
経
産
省
お

よ
び
文
科
省
か
ら
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
出

て
い
る
。
協
定
書
の
雛
形
も
公
開
さ
れ

て
い
る
の
で
、
一
か
ら
考
え
る
必
要
は

な
い
。
ま
た
、
多
く
の
国
立
大
学
で
は

導
入
済
み
な
の
で
、参
考
に
し
た
い【
図

表
13
、
14
、
上
記
コ
ラ
ム
】。

　教
員
へ
の
丁
寧
な
説
明
と
エ
フ
ォ
ー

ト
や
契
約
管
理
を
し
っ
か
り
。

　教
員
に
よ
り
所
属
先
や
コ
ミ
ッ
ト
の

度
合
い
が
多
様
に
な
る
の
で
、
エ

フ
ォ
ー
ト
管
理
や
契
約
は
各
人
異
な

る
。
入
試
な
ど
の
校
務
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
は
「
学
部
の
教
員
だ
か
ら
」

と
い
う
考
え
で
、
分
担
す
る
こ
と
が
当

た
り
前
だ
っ
た
の
が
、
所
属
組
織
に
よ

ら
な
い
制
度
に
な
る
た
め
、「
誰
が
ど

の
よ
う
な
権
限
で
担
う
か
見
直
し
、

ル
ー
ル
の
改
正
も
必
要
」（
宮
林
氏
）。

実
務
家
教
員
や
他
大
学
と
兼
務
の
教
員

に
つ
い
て
は
、自
学
や
大
学
の
ル
ー
ル
・

文
化
を
学
ん
だ
り
能
力
開
発
の
研
修
の

ほ
か
、
自
学
に
な
じ
む
た
め
の
工
夫
や

相
談
先
の
用
意
も
検
討
し
た
い
。

　

 

す
べ
き
こ
と
や
課
題
は
【
P・
18
図

表
１
】、【
P・
19
図
表
４
】
に
ま
と
め

て
い
る
。
学
則
改
定
等
に
先
立
ち
、
教

員
に
改
正
の
趣
旨
と
内
容
、
大
学
の
考

え
を
丁
寧
に
説
明
し
、
周
知
・
理
解
を

促
す
こ
と
が
重
要
だ
。

会
議
で
も
、
そ
れ
が
学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
一
部
な
ら
認
め
ら
れ
る
【
図
表
７
】。

　そ
の
う
え
で
、
次
の
「
科
目
」
の
要

件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
必
要
が
あ

る
。
一
つ
は
要
件
②
A
の
「
主
要
授
業

科
目
を
担
当
す
る
」（
た
だ
し
「
専
ら

当
該
大
学
の
教
育
研
究
に
従
事
す
る
者

に
限
る
」）、ま
た
は
、要
件
②
B
の
「
年

間
8
単
位
以
上
の
当
該
学
部
の
教
育
課

程
に
係
る
授
業
科
目
を
担
当
す
る
」
こ

と
。
こ
の
場
合
、
科
目
は
主
要
授
業
科

目
で
な
く
て
も
よ
く
、
要
件
①
を
満
た

し
て
い
れ
ば
、
他
大
学
や
他
学
部
の
教

員
、
学
外
か
ら
招
聘
し
た
実
務
家
教
員

で
も
基
幹
教
員
に
で
き
る
。「
サ
バ
テ
ィ

カ
ル
の
教
員
の
扱
い
」
な
ど
、
悩
ま
し

い
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
文
科
省
の
資

料
を
基
に
、
基
幹
教
員
に
あ
た
る
か
ど

う
か
を
ま
と
め
た
【
図
表
8
】。

　　大
学
自
身
が
D
P
を
軸
に
設
定
。

合
理
的
な
説
明
が
求
め
ら
れ
る
。

　主
要
授
業
科
目
と
は
、「
大
学
・
学

部
が
D
P
で
定
め
た
学
位
を
授
与
す
る

に
当
た
り
、
そ
の
学
部
の
レ
ベ
ル
と
分

野
に
応
じ
て
達
成
す
べ
き
能
力
を
育
成

す
る
た
め
に
必
要
な
科
目
群
」を
指
し
、

「
３
P
や
学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
の
一
貫

性
、
到
達
目
標
が
明
確
な
ら
お
の
ず
と

決
ま
る
は
ず
」（
文
科
省
）。「
必
修
＝

主
要
」
と
す
る
こ
と
も
可
能
だ
が
、
肝

心
な
の
は
、「
大
学
が
そ
の
科
目
が
主

要
で
あ
る
こ
と
を
説
明
で
き
る
」こ
と
。

そ
の
た
め
、
D
P
に
基
づ
く
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
か
ど
う
か
や
教
学
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

の
実
質
化
が
問
わ
れ
る
。
な
お
、「
学

部
設
置
の
場
合
、
設
置
審
の
審
査
で
ど

う
判
断
さ
れ
る
か
は
別
の
問
題
」（
文

科
省
）
な
の
で
、
注
意
し
よ
う
。【
図

表
9
】
に
、
主
要
科
目
の
要
件
と
、
取

材
先
の
意
見
を
基
に
手
順
の
一
例
を
示

し
た
の
で
参
考
に
さ
れ
た
い
。

　基
幹
教
員
が
ど
の
要
件
を
満
た
し

て
い
る
か
で
算
入
の
仕
方
が
異
な
る
。

　【図
表
10
】
の
ピ
ン
ク
の
線
で
囲
っ

た
「
年
間
８
単
位
以
上
の
授
業
科
目
を

担
当
す
る
教
員
」
は
複
数
の
大
学
・
学

部
で
4
分
の
1
ま
で
算
入
可
能
。
ブ

ル
ー
の
線
で
囲
っ
た
専
任
教
員
と
し

て
算
入
す
る
場
合
、
主
要
授
業
科
目
の

担
当
で
あ
れ
、
年
間
８
単
位
以
上
の
授

業
科
目
を
担
当
で
あ
れ
、１
つ
の
学
部
、

な
い
し
１
つ
の
大
学
の
必
要
最
低
教
員

数
に
し
か
算
入
で
き
な
い
。
学
部
の
必

要
最
低
教
員
数
に
算
入
し
た
教
員
は
、

大
学
全
体
の
必
要
最
低
教
員
数
に
重
複

し
て
カ
ウ
ン
ト
で
き
な
い
。
ケ
ー
ス
別

の
算
入
方
法
の
詳
細
は
【
図
表
11
、

12
】
で
確
認
を
。
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＊2「専ら当該大学の教育研究に従事する者（一の大学でフルタイム雇用されている）」

＊1企業等に専ら従事し、いずれの大学にも専ら従事しない場合

＊【図表10、11、12】：文部科学省「令和4年度大学設置基準等の改正について～学修者本位の大学教育の実現に向けて～」を基にBetween編集部で一部加工

　

  

学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
対
す
る
教
員

の
責
任
性
を
明
確
に
す
る
た
め
。

　基
幹
教
員
制
度
【
図
表
１
】
の
狙
い

は
、
文
科
省
に
よ
る
と
ズ
バ
リ
「
３
P

に
基
づ
く
学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
責
任
を

持
つ
教
員
組
織
に
す
る
た
め
の
学
修
者

本
位
の
教
育
へ
の
転
換
に
向
け
た
教
員

の
意
識
改
革
」
だ
【
図
表
2
】。
こ
れ

ま
で
も
概
念
上
は
そ
う
だ
っ
た
が
、
実

質
化
を
図
る
べ
く
、
そ
の
定
義
を
法
令

上
、
明
確
化
し
た
。
つ
ま
り
、
海
外
の

制
度
を
参
考
に
し
た
も
の
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
も
「
中
教
審
の
議
論
や
設
置

審
査
で
の
実
態
の
積
み
重
ね
の
結
果
」

（
文
科
省
）
だ
。
そ
の
布
石
と
し
て
、

今
改
正
以
前
に
、2
0
1
8
年
に
は「
工

学
系
の
課
程
制
」
が
、
2
0
1
9
年
に

は
「
学
部
等
連
係
課
程
」
が
導
入
さ
れ
、

学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
合
わ
せ
学
部
学
科

を
超
え
た
教
員
編
制
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
す
で
に
こ
れ
ら
の
制
度

を
利
用
し
、
工
学
部
教
育
改
革
や
、
学

環
を
設
け
る
大
学
も
出
始
め
て
い
る
。

　
　めざ
す
教
育
に
合
わ
せ
た
大
胆
な

教
員
組
織
編
制
と
教
員
人
材
の
確
保
が

可
能
に
な
る
。

　こ
の
制
度
は
必
要
最
低
教
員
数
の
算

定
に
お
い
て
、
要
件
を
満
た
せ
ば
、
4

分
の
1
ま
で
他
学
部
、
他
大
学
、
学
外

人
材
の
算
入
が
可
能
に
な
り
、
さ
ま
ざ

ま
な
活
用
例
が
想
定
さ
れ
て
い
る
【
図

表
３
】。
今
回
取
材
し
た
大
学
関
係
者

が
挙
げ
る
メ
リ
ッ
ト
や
課
題
を
【
図
表

4
】
に
示
し
た
。
主
な
メ
リ
ッ
ト
は
、

①「
教
教
分
離
」
に
よ
り
、
文
理
融
合

教
育
な
ど
、
学
生
に
と
っ
て
よ
り
魅
力

的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
構
築
に
必
要
な
教
員

を
組
織
を
ま
た
い
で
集
め
や
す
く
な

る
、②
教
員
人
材
の
シ
ェ
ア
が
で
き
る

た
め
、
人
材
が
手
薄
な
分
野
の
教
員
確

保
が
し
や
す
く
な
る
、③
人
材
の
シ
ェ

ア
に
よ
り
、
社
会
や
地
域
と
連
携
し
た

教
育
を
し
た
い
場
合
、
企
業
等
か
ら
実

務
家
教
員
を
招
聘
し
や
す
く
な
る
、④

主
要
科
目
を
担
う
教
員
が
他
大
学
に
転

職
し
て
も
、
転
職
先
が
認
め
れ
ば
、
引

き
続
き
自
学
で
教
育
を
担
っ
て
も
ら
え

る
、⑤
他
大
学
や
企
業
等
と
兼
務
教
員

の
場
合
、給
与
等
が
案
分
で
き
る
。「
専

任
教
員
を
そ
の
ま
ま
基
幹
教
員
へ
読
み

替
え
し
て
も
よ
い
が
、
学
修
者
本
位
の

教
育
を
め
ざ
す
な
ら
う
ま
く
活
用
し
た

い
。
そ
の
際
、
教
員
が
い
る
学
部
に
学

生
を
集
め
る
の
で
は
な
く
、
学
生
に

と
っ
て
魅
力
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
必
要

な
教
員
を
集
め
る
と
い
う
発
想
の
転
換

が
必
要
」（
桐
蔭
横
浜
大
学
）。
な
お
、

複
数
大
学
で
の
勤
務
は
教
員
自
身
の
教

育
研
究
の
幅
を
広
げ
る
メ
リ
ッ
ト
も
あ

【図表6】専任教員と基幹教員の定義の違い

一の大学に限
り、専ら当該大
学における教
育研究に従事
する教員のみ

②A：当該学部の教育課程における主要授業科目を担当する教員
（専ら当該大学の教育研究に従事する者に限る※２）、またはB：当該
学部の教育課程における年間８単位以上の授業科目を担当する教員

【図表7】「教育課程の編成その他の
学部運営について責任を担う」の要件

【図表10】必要最低教員数の算出方法について

【図表11】基幹教員の必要最低教員数の算出について（複数機関間）

【図表12】基幹教員の必要最低教員数の算出について（同一大学内）

【図表9】「主要授業科目」の要件と決める手順

□教授会や教務委員会等の、教育課程の編成や学
生の入学、卒業及び課程の修了、学位の授与等
についての審議を行う会議に、構成員として直接
的かつ実質的に参画
□上記いずれかの会議体に構成員として参画してい
る（全会議への参画は必須ではない）
□教養教育の教授会への参画は、その教育が学位
プログラムの一部を構成するのなら要件に合う
□会議で意見を述べるだけではなく、あくまで構成員
としての参画が条件

□学生に学位を取得させるに当たり、当該学位のレベルと分野に応
じて達成すべき能力を育成するために必要な科目群
□大学設置基準上、授業科目は「必修科目、選択科目及び自由科目
に分けて教育課程を編成する」こととされていることも踏まえる
□DP、CP等に基づくこれらの区分別の科目の位置付けも勘案する
□DPで定めた学位の取得に必要な、当該学位のレベルと分野に応
じて達成すべき能力を育成するために必要な科目群
□各大学・学部等で整理・判断し、説明ができる

定義

専任教員 基幹教員〈①及び、②のA・Bいずれかの要件を満たす〉

法学部に
所属している

法学部の運営に責任を持ち、法学部の主要授業科目または年間8
単位以上の授業を担当

A大学経済学部

◆理学部又は農学部のいずれか一の学部→３/４以上の「専ら…従事する教員」の数に算入
又は◆理学部及び農学部の両学部→１/４以内の複数算入枠に算入
※理学部又は農学部において「専ら…従事する教員」の数に算入し、他方の学部で複数算入枠に算入することは不可

ケース１

ケース2

ケース3

ケース４
◆A大学(経)→１/４以内の複数算入枠に算入
◆B大学(商)→１/４以内の複数算入枠に算入

算入はいずれか［１］まで 注：学部以外の基本組織（教教分離型の場合は教育組織）を含む

る
（
P.
23
）。

　一
方
で
、「
教
務
と
人
事
管
理
シ
ス

テ
ム
の
連
携
な
ど
管
理
コ
ス
ト
や
、
基

幹
教
員
に
つ
い
て
の
情
報
公
開
【
P.

19
図
表
5
】
に
ま
つ
わ
る
コ
ス
ト
は
増

え
る
。
人
件
費
は
、
下
が
る
こ
と
も
あ

る
し
、
場
合
に
よ
っ
て
会
議
手
当
な
ど

が
増
え
、
上
が
る
こ
と
も
あ
る
。
新
制

度
へ
の
移
行
は
、
当
事
者
で
あ
る
教
員

の
理
解
納
得
が
あ
っ
て
こ
そ
。
制
度
改

正
さ
れ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
の
方
が
学
内
で

説
明
を
始
め
や
す
い
」（
宮
林
氏
）。

　
　基
幹
教
員
は
２
つ
の
要
件
を
満
た

す
必
要
が
あ
る
。

　専
任
教
員
は
「
一
の
大
学
に
限
り
、

専
任
教
員
と
な
る
」「
専
ら
当
該
大
学

に
お
け
る
教
育
研
究
に
従
事
す
る
」
と

し
か
定
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
基

幹
教
員
は
、「
学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
責

任
を
担
う
」と
さ
れ
、「
会
議
」と「
科
目
」

が
具
体
的
な
要
件
と
し
て
明
記
さ
れ
て

い
る
【
図
表
６
】。
会
議
に
つ
い
て
は
、

「
教
育
課
程
の
編
成
そ
の
他
の
学
部
の

運
営
に
つ
い
て
責
任
を
担
う
」た
め
に
、

「
当
該
学
部
の
教
育
課
程
の
編
成
等
に

つ
い
て
審
議
を
行
う
会
議
」
に
、
構
成

員
と
し
て
参
画
し
て
い
る
こ
と
（
①
）。

会
議
の
具
体
的
要
件
は
文
科
省
か
ら
例

示
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
教
養
教
育
の

例）法学部の
教員の定義

※この作業を通じて、DPや開講科目そのもの、学修成果の可視化のしかたを
見直す必要がある場合もある　※基幹教員の情報公表上、どれが主要授業
科目なのか、確認できるような形での、明記・公表することが望ましい

①教育課程の編成その他の学部の運営について責任を担う教員※１

※1：教授会や教務委員会など当該学部の教育課程の編成等について審議を行う会議に参画する者等を想定
※2：一の大学でフルタイム雇用されている者等（月額報酬２０万円以上）を想定

①文科省の通知を参照し、自学の主要授業科目の定義を決める
②各学位プログラムのDPと、授業科目の関係を整理する。その際、DP達
成度合いを確認する科目やその方法も考慮する（学修成果の可視化）

③主要授業科目を決定し、なぜ、その科目が主要なのかを学内外
に説明できるようにしておく

文
科
省
の
要
件

【図表8】基幹教員のケーススタディ

教育課程の編成等に責任はあっても、
授業を担当していない ×

×

ケース
教育課程の編成等に責任はあっても、
年間8単位以上授業を担当していない

要件②Aを満たせば〇：専任教員※2である
＋主要授業科目担当（単位数不問）

クロスアポイントメント制度等雇用契約を用
いた制度以外で受け入れた教員

基幹教員として〇か×か

サバティカル中でも要件を満たせば〇
（例 リモートで会議参加したり授業を行う）サバティカルを取得する教員

大学院に所属する教員

任期付教員や、非常勤講師

教養科目のみを担当する教員

他学部で基幹教員になっている教員

要件を満たせば〇

要件を満たせば〇

要件を満たせば〇
〇だが、別の学部の必要最低教員数には専任教員※2以
 外の者としての算入可、専任教員としての算入不可

必要最低教員数を上回る要件を満たす教員 〇要件を満たせば一律に基幹教員として取り扱う
必要あり（必要最低教員数に含まれるか否かを問わず）

農学部

基幹教員
の要件

①教育課程
等の責任

②（A）主要
科目専ら従事

②（B）年間
８単位以上

①教育課程
等の責任

②（A）主要
科目専ら従事

②（B）年間
８単位以上

B大学商学部

【別表第一】
A学部（注）の収容定員に
基づく必要最低教員数

B学部（注）の収容定員に
基づく必要最低教員数

【別表第二】
大学全体の収容定員に
基づく必要最低教員数

✓ 必要最低教員数に含まれなければ、基幹教員となれないものではない。✓ 必要最低教員数を超える分については、特段制限なし。

※別表第一で
算入する教員除く

※３／４以上は
専ら当該大学の
教育研究に従事
する教員

※３／４以上は専ら当該大学
の教育研究に従事する教員

※３／４以上は専ら
当該大学の教育研究に
従事する教員

複数の大学・学部
等で算入可能
（各々の学部で年間
８単位以上担当）

教育課程の編成等に責任を担い、当該学部の教育課
程における年間８単位以上の授業科目を担当する教員
（専ら当該大学の教育研究に従事する者以外の者）
※例えば、クロスアポイントメント等により、複数の大学や企業との
兼務を行う者等

教育課程の編成等に責任を担い、当該学部の教育課
程における年間８単位以上の授業科目を担当する教員
（専ら当該大学の教育研究に従事する者）

教育課程の編成等に責任を担い、当該学部の教育課
程における主要授業科目を担当する教員
（専ら当該大学の教育研究に従事する者）

◆A大学(経)→３/４以上の「専ら…従事する教員」の数に算入

◆A大学(経)→３/４以上の「専ら…従事する教員」の数に算入
◆B大学(商)→１/４以内の複数算入枠に算入

◆A大学(経)→３/４以上の「専ら…従事する教員」の数に算入又は１/４以内の複数算入枠に算入
◆B大学(商)→１/４以内の複数算入枠に算入

※複数算入枠に理論上の上限はないが、適切な教育研究活動等が行われるよう教員のエフォート管理に注意が必要。

※複数算入枠に理論上の上限はないが、適切な教育研究活動等が行われるよう教員のエフォート管理に注意が必要。

＊【図表６、７、８、9】：文部科学省「令和4年度大学設置基準等の改正について～学修者本位の大学教育の実現に向けて～」や同省「令和4年度大学設置基準等の改正に係るQ&A」と取材を参考にBetween編集部でまとめ

◆理学部又は農学部のいずれか一の学部→３/４以上の「専ら…従事する教員」の数に算入
※理学部において「専ら…従事する教員」の数に算入し、農学部において複数算入枠に算入することは不可

理学部

ケース１

ケース2

ケース3

基幹教員
の要件

①教育課程
等の責任

②（A）主要
科目専ら従事

②（B）年間
８単位以上

①教育課程
等の責任

②（A）主要
科目専ら従事

②（B）年間
８単位以上

算入方法

算入方法

◆理学部→３/４以上の「専ら…従事する教員」の数に算入

A大学

•同一大学内の一の学部で「専ら…従事する教員」として算入した場合、仮に要件を満たしていても、他の学部で必要最低教員数に含まれる基幹教員として算入することはできない。
•「専ら…従事する教員」に当たるかどうかは、学部単位ではなく、大学単位で判断することに注意が必要。

教
員（
全
体
）

基
幹
教
員

基幹教員以外の教員 ※各学部等の授業科目を担当しない教員

Q.

専
任
教
員
と
基
幹
教
員

の
違
い
は
？

A

Q.

主
要
授
業
科
目
は

ど
う
決
め
れ
ば
い
い
の
か
？

AQ.

必
要
最
低
教
員
数
へ
の

算
入
の
仕
方
は
？

A

＊2

＊1

会議

科目
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特集  「対応」から「活用」へ 新・大学設置基準

クロスアポイントメント制度

　2
0
2
4
年
度
に
開
設
・
定
員
増

の
大
学
の
一
部
で
あ
り
。

　現
時
点
で
は
本
格
導
入
し
た
大
学
は

見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
２
０
２
４
年

度
開
設
・
収
容
定
員
増
を
予
定
す
る
５

大
学
（
P・
10
）、
２
０
２
５
年
度
の

改
組
準
備
中
の
大
阪
電
気
通
信
大
学

で
は
前
倒
し
し
て
導
入
予
定
だ
。
成
長

分
野
け
ん
引
事
業
に
採
択
さ
れ
た
大
学

の
中
に
は
、
ク
ロ
ス
ア
ポ
イ
ン
ト
メ
ン

ト
を
使
っ
た
教
員
確
保
を
表
明
し
て
い

る
大
学
も
あ
る
【
図
表
15
】。
千
葉
商

科
大
学
は
、
他
大
学
へ
転
職
す
る
主

要
科
目
担
当
だ
っ
た
教
員
に
つ
い
て
、

転
職
先
の
大
学
と
協
議
し
、「
基
幹
教

員
1
号
」に
な
っ
て
も
ら
っ
た
と
い
う
。

　国
立
大
の
制
度
や
経
産
省
、
文
科

省
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
基
に
し
よ
う
。

　学
外
の
教
員
を
基
幹
教
員
と
す
る
場

合
、
ク
ロ
ス
ア
ポ
イ
ン
ト
メ
ン
ト
の
規

程
の
整
備
が
必
要
だ
。
個
人
が
本
務
に

支
障
が
な
い
範
囲
で
行
う
兼
業
と
は
異

な
り
、
組
織
同
士
の
協
定
と
雇
用
者
と

の
個
別
契
約
が
必
要
だ
か
ら
だ
。
ク
ロ

ス
ア
ポ
イ
ン
ト
メ
ン
ト
の
手
順
や
契
約

の
事
例
な
ど
に
つ
い
て
は
、
経
産
省
お

よ
び
文
科
省
か
ら
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
出

て
い
る
。
協
定
書
の
雛
形
も
公
開
さ
れ

て
い
る
の
で
、
一
か
ら
考
え
る
必
要
は

な
い
。
ま
た
、
多
く
の
国
立
大
学
で
は

導
入
済
み
な
の
で
、参
考
に
し
た
い【
図

表
13
、
14
、
上
記
コ
ラ
ム
】。

　教
員
へ
の
丁
寧
な
説
明
と
エ
フ
ォ
ー

ト
や
契
約
管
理
を
し
っ
か
り
。

　教
員
に
よ
り
所
属
先
や
コ
ミ
ッ
ト
の

度
合
い
が
多
様
に
な
る
の
で
、
エ

フ
ォ
ー
ト
管
理
や
契
約
は
各
人
異
な

る
。
入
試
な
ど
の
校
務
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
は
「
学
部
の
教
員
だ
か
ら
」

と
い
う
考
え
で
、
分
担
す
る
こ
と
が
当

た
り
前
だ
っ
た
の
が
、
所
属
組
織
に
よ

ら
な
い
制
度
に
な
る
た
め
、「
誰
が
ど

の
よ
う
な
権
限
で
担
う
か
見
直
し
、

ル
ー
ル
の
改
正
も
必
要
」（
宮
林
氏
）。

実
務
家
教
員
や
他
大
学
と
兼
務
の
教
員

に
つ
い
て
は
、自
学
や
大
学
の
ル
ー
ル
・

文
化
を
学
ん
だ
り
能
力
開
発
の
研
修
の

ほ
か
、
自
学
に
な
じ
む
た
め
の
工
夫
や

相
談
先
の
用
意
も
検
討
し
た
い
。

　

 

す
べ
き
こ
と
や
課
題
は
【
P・
18
図

表
１
】、【
P・
19
図
表
４
】
に
ま
と
め

て
い
る
。
学
則
改
定
等
に
先
立
ち
、
教

員
に
改
正
の
趣
旨
と
内
容
、
大
学
の
考

え
を
丁
寧
に
説
明
し
、
周
知
・
理
解
を

促
す
こ
と
が
重
要
だ
。
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＊大学・高専機能強化支援事業（成長分野をけん引する大学・高専の機能強化に向けた基金）

会
議
で
も
、
そ
れ
が
学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
一
部
な
ら
認
め
ら
れ
る
【
図
表
７
】。

　そ
の
う
え
で
、
次
の
「
科
目
」
の
要

件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
必
要
が
あ

る
。
一
つ
は
要
件
②
A
の
「
主
要
授
業

科
目
を
担
当
す
る
」（
た
だ
し
「
専
ら

当
該
大
学
の
教
育
研
究
に
従
事
す
る
者

に
限
る
」）、ま
た
は
、要
件
②
B
の
「
年

間
8
単
位
以
上
の
当
該
学
部
の
教
育
課

程
に
係
る
授
業
科
目
を
担
当
す
る
」
こ

と
。
こ
の
場
合
、
科
目
は
主
要
授
業
科

目
で
な
く
て
も
よ
く
、
要
件
①
を
満
た

し
て
い
れ
ば
、
他
大
学
や
他
学
部
の
教

員
、
学
外
か
ら
招
聘
し
た
実
務
家
教
員

で
も
基
幹
教
員
に
で
き
る
。「
サ
バ
テ
ィ

カ
ル
の
教
員
の
扱
い
」
な
ど
、
悩
ま
し

い
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
文
科
省
の
資

料
を
基
に
、
基
幹
教
員
に
あ
た
る
か
ど

う
か
を
ま
と
め
た
【
図
表
8
】。

　　大
学
自
身
が
D
P
を
軸
に
設
定
。

合
理
的
な
説
明
が
求
め
ら
れ
る
。

　主
要
授
業
科
目
と
は
、「
大
学
・
学

部
が
D
P
で
定
め
た
学
位
を
授
与
す
る

に
当
た
り
、
そ
の
学
部
の
レ
ベ
ル
と
分

野
に
応
じ
て
達
成
す
べ
き
能
力
を
育
成

す
る
た
め
に
必
要
な
科
目
群
」を
指
し
、

「
３
P
や
学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
の
一
貫

性
、
到
達
目
標
が
明
確
な
ら
お
の
ず
と

決
ま
る
は
ず
」（
文
科
省
）。「
必
修
＝

主
要
」
と
す
る
こ
と
も
可
能
だ
が
、
肝

心
な
の
は
、「
大
学
が
そ
の
科
目
が
主

要
で
あ
る
こ
と
を
説
明
で
き
る
」こ
と
。

そ
の
た
め
、
D
P
に
基
づ
く
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
か
ど
う
か
や
教
学
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

の
実
質
化
が
問
わ
れ
る
。
な
お
、「
学

部
設
置
の
場
合
、
設
置
審
の
審
査
で
ど

う
判
断
さ
れ
る
か
は
別
の
問
題
」（
文

科
省
）
な
の
で
、
注
意
し
よ
う
。【
図

表
9
】
に
、
主
要
科
目
の
要
件
と
、
取

材
先
の
意
見
を
基
に
手
順
の
一
例
を
示

し
た
の
で
参
考
に
さ
れ
た
い
。

　基
幹
教
員
が
ど
の
要
件
を
満
た
し

て
い
る
か
で
算
入
の
仕
方
が
異
な
る
。

　【図
表
10
】
の
ピ
ン
ク
の
線
で
囲
っ

た
「
年
間
８
単
位
以
上
の
授
業
科
目
を

担
当
す
る
教
員
」
は
複
数
の
大
学
・
学

部
で
4
分
の
1
ま
で
算
入
可
能
。
ブ

ル
ー
の
線
で
囲
っ
た
専
任
教
員
と
し

て
算
入
す
る
場
合
、
主
要
授
業
科
目
の

担
当
で
あ
れ
、
年
間
８
単
位
以
上
の
授

業
科
目
を
担
当
で
あ
れ
、１
つ
の
学
部
、

な
い
し
１
つ
の
大
学
の
必
要
最
低
教
員

数
に
し
か
算
入
で
き
な
い
。
学
部
の
必

要
最
低
教
員
数
に
算
入
し
た
教
員
は
、

大
学
全
体
の
必
要
最
低
教
員
数
に
重
複

し
て
カ
ウ
ン
ト
で
き
な
い
。
ケ
ー
ス
別

の
算
入
方
法
の
詳
細
は
【
図
表
11
、

12
】
で
確
認
を
。

　

  

学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
対
す
る
教
員

の
責
任
性
を
明
確
に
す
る
た
め
。

　基
幹
教
員
制
度
【
図
表
１
】
の
狙
い

は
、
文
科
省
に
よ
る
と
ズ
バ
リ
「
３
P

に
基
づ
く
学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
責
任
を

持
つ
教
員
組
織
に
す
る
た
め
の
学
修
者

本
位
の
教
育
へ
の
転
換
に
向
け
た
教
員

の
意
識
改
革
」
だ
【
図
表
2
】。
こ
れ

ま
で
も
概
念
上
は
そ
う
だ
っ
た
が
、
実

質
化
を
図
る
べ
く
、
そ
の
定
義
を
法
令

上
、
明
確
化
し
た
。
つ
ま
り
、
海
外
の

制
度
を
参
考
に
し
た
も
の
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
も
「
中
教
審
の
議
論
や
設
置

審
査
で
の
実
態
の
積
み
重
ね
の
結
果
」

（
文
科
省
）
だ
。
そ
の
布
石
と
し
て
、

今
改
正
以
前
に
、2
0
1
8
年
に
は「
工

学
系
の
課
程
制
」
が
、
2
0
1
9
年
に

は
「
学
部
等
連
係
課
程
」
が
導
入
さ
れ
、

学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
合
わ
せ
学
部
学
科

を
超
え
た
教
員
編
制
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
す
で
に
こ
れ
ら
の
制
度

を
利
用
し
、
工
学
部
教
育
改
革
や
、
学

環
を
設
け
る
大
学
も
出
始
め
て
い
る
。

　
　めざ
す
教
育
に
合
わ
せ
た
大
胆
な

教
員
組
織
編
制
と
教
員
人
材
の
確
保
が

可
能
に
な
る
。

　こ
の
制
度
は
必
要
最
低
教
員
数
の
算

定
に
お
い
て
、
要
件
を
満
た
せ
ば
、
4

分
の
1
ま
で
他
学
部
、
他
大
学
、
学
外

人
材
の
算
入
が
可
能
に
な
り
、
さ
ま
ざ

ま
な
活
用
例
が
想
定
さ
れ
て
い
る
【
図

表
３
】。
今
回
取
材
し
た
大
学
関
係
者

が
挙
げ
る
メ
リ
ッ
ト
や
課
題
を
【
図
表

4
】
に
示
し
た
。
主
な
メ
リ
ッ
ト
は
、

①「
教
教
分
離
」
に
よ
り
、
文
理
融
合

教
育
な
ど
、
学
生
に
と
っ
て
よ
り
魅
力

的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
構
築
に
必
要
な
教
員

を
組
織
を
ま
た
い
で
集
め
や
す
く
な

る
、②
教
員
人
材
の
シ
ェ
ア
が
で
き
る

た
め
、
人
材
が
手
薄
な
分
野
の
教
員
確

保
が
し
や
す
く
な
る
、③
人
材
の
シ
ェ

ア
に
よ
り
、
社
会
や
地
域
と
連
携
し
た

教
育
を
し
た
い
場
合
、
企
業
等
か
ら
実

務
家
教
員
を
招
聘
し
や
す
く
な
る
、④

主
要
科
目
を
担
う
教
員
が
他
大
学
に
転

職
し
て
も
、
転
職
先
が
認
め
れ
ば
、
引

き
続
き
自
学
で
教
育
を
担
っ
て
も
ら
え

る
、⑤
他
大
学
や
企
業
等
と
兼
務
教
員

の
場
合
、給
与
等
が
案
分
で
き
る
。「
専

任
教
員
を
そ
の
ま
ま
基
幹
教
員
へ
読
み

替
え
し
て
も
よ
い
が
、
学
修
者
本
位
の

教
育
を
め
ざ
す
な
ら
う
ま
く
活
用
し
た

い
。
そ
の
際
、
教
員
が
い
る
学
部
に
学

生
を
集
め
る
の
で
は
な
く
、
学
生
に

と
っ
て
魅
力
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
必
要

な
教
員
を
集
め
る
と
い
う
発
想
の
転
換

が
必
要
」（
桐
蔭
横
浜
大
学
）。
な
お
、

複
数
大
学
で
の
勤
務
は
教
員
自
身
の
教

育
研
究
の
幅
を
広
げ
る
メ
リ
ッ
ト
も
あ

【図表13】クロスアポイントメント制度と兼業、共同研究の整理【図表14】クロスアポイントメントに
必要な手続きと手続きの流れ

【図表15】成長分野けん引事業選定校のうち、クロスアポイントメント制度利用による実務家教員確保意向のある大学例  

■必要な手続き

■手続きの流れ

る
（
P.
23
）。

　一
方
で
、「
教
務
と
人
事
管
理
シ
ス

テ
ム
の
連
携
な
ど
管
理
コ
ス
ト
や
、
基

幹
教
員
に
つ
い
て
の
情
報
公
開
【
P.

19
図
表
5
】
に
ま
つ
わ
る
コ
ス
ト
は
増

え
る
。
人
件
費
は
、
下
が
る
こ
と
も
あ

る
し
、
場
合
に
よ
っ
て
会
議
手
当
な
ど

が
増
え
、
上
が
る
こ
と
も
あ
る
。
新
制

度
へ
の
移
行
は
、
当
事
者
で
あ
る
教
員

の
理
解
納
得
が
あ
っ
て
こ
そ
。
制
度
改

正
さ
れ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
の
方
が
学
内
で

説
明
を
始
め
や
す
い
」（
宮
林
氏
）。

　
　基
幹
教
員
は
２
つ
の
要
件
を
満
た

す
必
要
が
あ
る
。

　専
任
教
員
は
「
一
の
大
学
に
限
り
、

専
任
教
員
と
な
る
」「
専
ら
当
該
大
学

に
お
け
る
教
育
研
究
に
従
事
す
る
」
と

し
か
定
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
基

幹
教
員
は
、「
学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
責

任
を
担
う
」と
さ
れ
、「
会
議
」と「
科
目
」

が
具
体
的
な
要
件
と
し
て
明
記
さ
れ
て

い
る
【
図
表
６
】。
会
議
に
つ
い
て
は
、

「
教
育
課
程
の
編
成
そ
の
他
の
学
部
の

運
営
に
つ
い
て
責
任
を
担
う
」た
め
に
、

「
当
該
学
部
の
教
育
課
程
の
編
成
等
に

つ
い
て
審
議
を
行
う
会
議
」
に
、
構
成

員
と
し
て
参
画
し
て
い
る
こ
と
（
①
）。

会
議
の
具
体
的
要
件
は
文
科
省
か
ら
例

示
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
教
養
教
育
の

＊【図表13、14】：文部科学省「クロスアポイントメント制度の基本的枠組みと留意点追補版」（2020年）を基にBetween編集部で一部加工

＊文部科学省「産学連携によるデジタル人材育成について（実務家教員の確保・活用等）」（2023年）を基にBetween編集部でまとめ

概要

手続き

研究者が両組織の立場で
問題なく研究に従事できる
環境を構築。組織間でのク
ロスアポイントメント協定によ
り従事比率や社会保険の支
払い者を取り決め、研究者
はそれぞれの機関と個別に
労働契約を結ぶ

主に共同研究を行
う両組織間におけ
る成果の共有の
在り方についての
取り決め(共同研
究契約)を行う

収入を得るために本務以
外の仕事を行うこと。働き
方改革の一環としてH29
「副業・兼業の促進に関
するガイドライン」を策定

兼業先の収入が追加収
入になる

組織間の定めがなく、個人と
組織間で定める場合がある

大学等のリソースは兼業
業務で使用することはでき
ない

原則として本業の業務時間
外のみ（本業に支障がない
ように実施することが必要）

共同研究契約の
締結のみ

取り決め無し（本
業の業務時間内）

大学業務として実
施共同研究先のリ
ソースの利用には
制限がある

組織間の契約で
取り決め可能

共同研究の成果
が所属機関でどの
ように評価されるか
による

両組織のクロスアポイント
メント協定の締結および各
組織と個人間の雇用契約
が必要

一般的には、各機関の規程
等に沿って、従事時間、業
務内容、利益相反の有無
などの申出が求められる。副
業・兼業における労働時間
や収入等を報告

業務
時間

業務
環境

知財の
扱い

収入

Kaggle Master のデータサ
イエンティストによる機械学
習やプログラミングに関する
授業科目、合宿形式のブート
キャンプ（データ分析のスキル
向上）を担当。

組織間協定で給与のイン
センティブ設計が可能

組織間協定で取り決め可
能

協定の内容次第で双方の
組織の研究設備の利用や
機微情報等にアクセス可

従事比率を協定内で設定
可能

兼業

実務
家教員の
役割 

確保・
活用の
方策

クロスアポイントメントに
関する学内規程を創設
し、組織間の協定書案
を作成する。

組織間協定に基づい
て、労働契約を結ぶ。

組織間協定に基づい
て、労働契約を結ぶ。

組織間でクロスアポイントメントの目的や企業で
のテーマ・従事内容に応じた期間、従事比率、
身分（肩書き等）を調整して、クロスアポイントメ
ントの協定内容を決める。

大学等の調整

規程の創設

協定の協議

制度運用

企業の調整

共同研究（契約）

鳥羽商船高等専門学校

AIの基礎理論・応用学習、
CPS、IoT、セキュリティ・デジ
タル認証などのほか、マーケ
ティング機能との連携や商品
化・事業化に関連する授業
科目を担当。

データサイエンティストとして
の実践力を養うためDS実践
やDSアナリシス実践に関す
る授業科目のほか、インターン
シップにおいて実務家による
直接的な学生指導を担当。

AIを活用したイノベーション
領域の科目群や、デジタル
デザイン・ソーシャルデザイ
ンなどの応用領域における
専門知識や提案力等に関
する指導を担当。

KDDI等の民間企業の技
術職による定期的な講義
のほか、海事・海運分野に
おけるデジタルスマートシッ
プなど最新の技術動向やス
キルの習得を担当。

大手IT企業からデータサイエ
ンティストを教授等に招へい
するほか、富士通、IBM、
Google 等の連携企業から
クロスアポイントメント制度を
活用して採用。

クロスアポイントメント制度
を活用して実務家教員を採
用する予定であり、富山県
内のインテック先端技術研
究所を中心に、連携企業
等から受入。

地元の経済団体などを介し
た公募広報を計画してお
り、クロスアポイントメント制
度を活用するほか、実務家
教員養成プログラム事業と
の連携により確保。

クロスアポイントメント制度
を活用した学外人材の参
画、共同研究企業との併任
による特任教員の確保、イ
ンダストリアルアドバイザー
として企業人を任命。

AI分野やサイバーセキュリティ
系の実務経験者の公募（高専
卒業生含む）や、地元情報系
企業とのクロスアポイントメント
制度の活用、インターンシップ
での企業内教員の配置。

電気通信大学 富山大学 名古屋市立大学 滋賀大学

大学等の調整 企業の調整

事前調整 事前調整

規程等の創設等 規程等の創設等規程等の整備

組織間の調整

組織内の調整

諸条件・協定
内容等について
合意・決定
実施に向けて
の準備

組織間で具体的なクロスアポイントメントの計画の構想
従事内容・研究テーマの設定、研究者等の人選
協定内容等の調整
労働条件の調整

送り出しの準備 及び 受け入れの準備
実施に関する報道発表（必要に応じて）

詳細な労働条件の調整

諸条件・協定内容等について合意・決定

吉田 樹

ーー2大学で教えることになったきっかけは？
 私は2012年から福島大学に所属しています。交通
政策・交通計画が専門で、2019年頃から前橋市の交
通政策にも関わってきました。その縁があって、前橋市
から「市の都市政策と教育にも携わってほしい」と声が
かかり、前橋工科大学でも教員として働くようになりま
した。交通政策は文理両方の側面からアプローチでき
る分野です。福島大学では経済経営学類の学生に教
えていますが、前橋工科大学は工学系のみの単科大
学。昨今、文系の学生にもまちづくりのコンサルタント
志望者が出始めており、それには経済の視点だけでは
なく、工学系の視点も求められるため、特性が異なる学
生同士の交流の機会をつくりたいという考えもあり、オ
ファーを受けました。
ーーそれぞれの大学での業務とエフォートは？
　本務校である福島大学が６、前橋工科大学が４とい
う業務割合です。福島大学は水・木・金曜勤務で、授
業のコマ数、学内の業務分担は前年度と変わらず、学
類のアドミッションオフィサーも務めています。ただ、即
時対応しなければならない細かな業務や、月・火曜に
発生する業務からは担当を外してもらっています。前橋
工科大学での主な任務は、群馬県と前橋市の交通政
策の高度化です。月・火は前橋に赴き、県や市の関係
者、民間のベンダーが参加する会議に参加するほか、
都市計画や交通を専門とする研究室に参加し、学生、
大学院生の指導補助を行っています。

ーー給与や社会保険料などの扱いは？
　給与や手当、社会保険料は福島大学からまとめて
支払われます。このうち４割分を前橋工科大学が福島
大学に負担金を支払う形です。教員評価は福島大学
のルールに基づいて評価されます。なお、福島大学に
はクロスアポイントメント手当制度があり、条件が整え
ば手当として加算される場合もあります。
ーー複数の大学で働く自身のメリットは？
　教育・研究の可能性が広がりました。教育面では、合
同ゼミ発表会を実施したところ、双方の学生にとって刺
激になったようです。研究面については、福島大学では
院に進む者が少ないため、研究論文は単著が多くなり
ますが、院生が多い前橋工科大学に関わることで、彼ら
と協力しながら研究を進められ、幅が広がりました。交通
政策は課題が多く、理系・文系双方の視点で産学官連
携にて取り組むべき分野です。しかし、研究者は少ない
ため、今後、クロスアポイントメント制度による兼任が求
められる分野かもしれません。課題は、福島大学の学生
へのケアです。直接会う機会が減るので、不在中はオ
ンラインツールを活用して、対応しています。
ーー大学や他教員へのアドバイスを
　私の場合、前橋工科大学に同じ学会の教員がい
て、職員の手助けもあり、比較的溶け込みやすかったも
のの、受け入れ側の大学には他機関から来た教員が
孤立しない体制が求められると思います。また、他大学
で教育・研究をする時間が増えれば、本務校の他の教
員の負担が増える可能性があり、本務校の大学側の
理解も必要になります。教員自身も同僚に快く協力して
もらえるよう、心遣いや感謝を示すことが大切です。

福島大学 
経済経営学類准教授／
前橋工科大学 
学術研究院特任准教授

教
育
・
研
究
の
幅
が
広
が
り
、

教
員
自
身
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト
も
大

クロスアポイントメントによる２大学での業務概要 

業務 福島大学 経済経営学類 前橋工科大学
エフォート 6（週3勤務）＊本務校（業務量は変更なし） 4（週2勤務）

教育・研究
基盤教育科目２コマ、専門科目３コマ、
卒論指導、院生指導

前橋市の地域交通の再構築と
高度化の推進の研究業務。

運営業務 所属学類のアドミッションオフィサー なし

給与・社会保
険料・手当等

評価 あり なし

4割分は前橋工科大が福島大に納め、福島大より一括支給。
福島大にはクロスアポイントメント手当あり。交通費は各大学より支給。

クロスアポイントメント教員に聞く！

Q.

ク
ロ
ス
ア
ポ
イ
ン
ト
メ
ン
ト

制
度
を
整
え
る
に
は
？

A Q.

基
幹
教
員
制
度
を
導
入

済
み
の
事
例
は
あ
る
か
？

AQ.

制
度
移
行
に
あ
た
り

注
意
す
べ
き
こ
と
は
？

A

＊
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特集  「対応」から「活用」へ 新・大学設置基準

クロスアポイントメント制度

　2
0
2
4
年
度
に
開
設
・
定
員
増

の
大
学
の
一
部
で
あ
り
。

　現
時
点
で
は
本
格
導
入
し
た
大
学
は

見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
２
０
２
４
年

度
開
設
・
収
容
定
員
増
を
予
定
す
る
５

大
学
（
P・
10
）、
２
０
２
５
年
度
の

改
組
準
備
中
の
大
阪
電
気
通
信
大
学

で
は
前
倒
し
し
て
導
入
予
定
だ
。
成
長

分
野
け
ん
引
事
業
に
採
択
さ
れ
た
大
学

の
中
に
は
、
ク
ロ
ス
ア
ポ
イ
ン
ト
メ
ン

ト
を
使
っ
た
教
員
確
保
を
表
明
し
て
い

る
大
学
も
あ
る
【
図
表
15
】。
千
葉
商

科
大
学
は
、
他
大
学
へ
転
職
す
る
主

要
科
目
担
当
だ
っ
た
教
員
に
つ
い
て
、

転
職
先
の
大
学
と
協
議
し
、「
基
幹
教

員
1
号
」に
な
っ
て
も
ら
っ
た
と
い
う
。

　国
立
大
の
制
度
や
経
産
省
、
文
科

省
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
基
に
し
よ
う
。

　学
外
の
教
員
を
基
幹
教
員
と
す
る
場

合
、
ク
ロ
ス
ア
ポ
イ
ン
ト
メ
ン
ト
の
規

程
の
整
備
が
必
要
だ
。
個
人
が
本
務
に

支
障
が
な
い
範
囲
で
行
う
兼
業
と
は
異

な
り
、
組
織
同
士
の
協
定
と
雇
用
者
と

の
個
別
契
約
が
必
要
だ
か
ら
だ
。
ク
ロ

ス
ア
ポ
イ
ン
ト
メ
ン
ト
の
手
順
や
契
約

の
事
例
な
ど
に
つ
い
て
は
、
経
産
省
お

よ
び
文
科
省
か
ら
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
出

て
い
る
。
協
定
書
の
雛
形
も
公
開
さ
れ

て
い
る
の
で
、
一
か
ら
考
え
る
必
要
は

な
い
。
ま
た
、
多
く
の
国
立
大
学
で
は

導
入
済
み
な
の
で
、参
考
に
し
た
い【
図

表
13
、
14
、
上
記
コ
ラ
ム
】。

　教
員
へ
の
丁
寧
な
説
明
と
エ
フ
ォ
ー

ト
や
契
約
管
理
を
し
っ
か
り
。

　教
員
に
よ
り
所
属
先
や
コ
ミ
ッ
ト
の

度
合
い
が
多
様
に
な
る
の
で
、
エ

フ
ォ
ー
ト
管
理
や
契
約
は
各
人
異
な

る
。
入
試
な
ど
の
校
務
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
は
「
学
部
の
教
員
だ
か
ら
」

と
い
う
考
え
で
、
分
担
す
る
こ
と
が
当

た
り
前
だ
っ
た
の
が
、
所
属
組
織
に
よ

ら
な
い
制
度
に
な
る
た
め
、「
誰
が
ど

の
よ
う
な
権
限
で
担
う
か
見
直
し
、

ル
ー
ル
の
改
正
も
必
要
」（
宮
林
氏
）。

実
務
家
教
員
や
他
大
学
と
兼
務
の
教
員

に
つ
い
て
は
、自
学
や
大
学
の
ル
ー
ル
・

文
化
を
学
ん
だ
り
能
力
開
発
の
研
修
の

ほ
か
、
自
学
に
な
じ
む
た
め
の
工
夫
や

相
談
先
の
用
意
も
検
討
し
た
い
。

　

 

す
べ
き
こ
と
や
課
題
は
【
P・
18
図

表
１
】、【
P・
19
図
表
４
】
に
ま
と
め

て
い
る
。
学
則
改
定
等
に
先
立
ち
、
教

員
に
改
正
の
趣
旨
と
内
容
、
大
学
の
考

え
を
丁
寧
に
説
明
し
、
周
知
・
理
解
を

促
す
こ
と
が
重
要
だ
。
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会
議
で
も
、
そ
れ
が
学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
一
部
な
ら
認
め
ら
れ
る
【
図
表
７
】。

　そ
の
う
え
で
、
次
の
「
科
目
」
の
要

件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
必
要
が
あ

る
。
一
つ
は
要
件
②
A
の
「
主
要
授
業

科
目
を
担
当
す
る
」（
た
だ
し
「
専
ら

当
該
大
学
の
教
育
研
究
に
従
事
す
る
者

に
限
る
」）、ま
た
は
、要
件
②
B
の
「
年

間
8
単
位
以
上
の
当
該
学
部
の
教
育
課

程
に
係
る
授
業
科
目
を
担
当
す
る
」
こ

と
。
こ
の
場
合
、
科
目
は
主
要
授
業
科

目
で
な
く
て
も
よ
く
、
要
件
①
を
満
た

し
て
い
れ
ば
、
他
大
学
や
他
学
部
の
教

員
、
学
外
か
ら
招
聘
し
た
実
務
家
教
員

で
も
基
幹
教
員
に
で
き
る
。「
サ
バ
テ
ィ

カ
ル
の
教
員
の
扱
い
」
な
ど
、
悩
ま
し

い
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
文
科
省
の
資

料
を
基
に
、
基
幹
教
員
に
あ
た
る
か
ど

う
か
を
ま
と
め
た
【
図
表
8
】。

　　大
学
自
身
が
D
P
を
軸
に
設
定
。

合
理
的
な
説
明
が
求
め
ら
れ
る
。

　主
要
授
業
科
目
と
は
、「
大
学
・
学

部
が
D
P
で
定
め
た
学
位
を
授
与
す
る

に
当
た
り
、
そ
の
学
部
の
レ
ベ
ル
と
分

野
に
応
じ
て
達
成
す
べ
き
能
力
を
育
成

す
る
た
め
に
必
要
な
科
目
群
」を
指
し
、

「
３
P
や
学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
の
一
貫

性
、
到
達
目
標
が
明
確
な
ら
お
の
ず
と

決
ま
る
は
ず
」（
文
科
省
）。「
必
修
＝

主
要
」
と
す
る
こ
と
も
可
能
だ
が
、
肝

心
な
の
は
、「
大
学
が
そ
の
科
目
が
主

要
で
あ
る
こ
と
を
説
明
で
き
る
」こ
と
。

そ
の
た
め
、
D
P
に
基
づ
く
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
か
ど
う
か
や
教
学
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

の
実
質
化
が
問
わ
れ
る
。
な
お
、「
学

部
設
置
の
場
合
、
設
置
審
の
審
査
で
ど

う
判
断
さ
れ
る
か
は
別
の
問
題
」（
文

科
省
）
な
の
で
、
注
意
し
よ
う
。【
図

表
9
】
に
、
主
要
科
目
の
要
件
と
、
取

材
先
の
意
見
を
基
に
手
順
の
一
例
を
示

し
た
の
で
参
考
に
さ
れ
た
い
。

　基
幹
教
員
が
ど
の
要
件
を
満
た
し

て
い
る
か
で
算
入
の
仕
方
が
異
な
る
。

　【図
表
10
】
の
ピ
ン
ク
の
線
で
囲
っ

た
「
年
間
８
単
位
以
上
の
授
業
科
目
を

担
当
す
る
教
員
」
は
複
数
の
大
学
・
学

部
で
4
分
の
1
ま
で
算
入
可
能
。
ブ

ル
ー
の
線
で
囲
っ
た
専
任
教
員
と
し

て
算
入
す
る
場
合
、
主
要
授
業
科
目
の

担
当
で
あ
れ
、
年
間
８
単
位
以
上
の
授

業
科
目
を
担
当
で
あ
れ
、１
つ
の
学
部
、

な
い
し
１
つ
の
大
学
の
必
要
最
低
教
員

数
に
し
か
算
入
で
き
な
い
。
学
部
の
必

要
最
低
教
員
数
に
算
入
し
た
教
員
は
、

大
学
全
体
の
必
要
最
低
教
員
数
に
重
複

し
て
カ
ウ
ン
ト
で
き
な
い
。
ケ
ー
ス
別

の
算
入
方
法
の
詳
細
は
【
図
表
11
、

12
】
で
確
認
を
。

　

  

学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
対
す
る
教
員

の
責
任
性
を
明
確
に
す
る
た
め
。

　基
幹
教
員
制
度
【
図
表
１
】
の
狙
い

は
、
文
科
省
に
よ
る
と
ズ
バ
リ
「
３
P

に
基
づ
く
学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
責
任
を

持
つ
教
員
組
織
に
す
る
た
め
の
学
修
者

本
位
の
教
育
へ
の
転
換
に
向
け
た
教
員

の
意
識
改
革
」
だ
【
図
表
2
】。
こ
れ

ま
で
も
概
念
上
は
そ
う
だ
っ
た
が
、
実

質
化
を
図
る
べ
く
、
そ
の
定
義
を
法
令

上
、
明
確
化
し
た
。
つ
ま
り
、
海
外
の

制
度
を
参
考
に
し
た
も
の
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
も
「
中
教
審
の
議
論
や
設
置

審
査
で
の
実
態
の
積
み
重
ね
の
結
果
」

（
文
科
省
）
だ
。
そ
の
布
石
と
し
て
、

今
改
正
以
前
に
、2
0
1
8
年
に
は「
工

学
系
の
課
程
制
」
が
、
2
0
1
9
年
に

は
「
学
部
等
連
係
課
程
」
が
導
入
さ
れ
、

学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
合
わ
せ
学
部
学
科

を
超
え
た
教
員
編
制
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
す
で
に
こ
れ
ら
の
制
度

を
利
用
し
、
工
学
部
教
育
改
革
や
、
学

環
を
設
け
る
大
学
も
出
始
め
て
い
る
。

　
　めざ
す
教
育
に
合
わ
せ
た
大
胆
な

教
員
組
織
編
制
と
教
員
人
材
の
確
保
が

可
能
に
な
る
。

　こ
の
制
度
は
必
要
最
低
教
員
数
の
算

定
に
お
い
て
、
要
件
を
満
た
せ
ば
、
4

分
の
1
ま
で
他
学
部
、
他
大
学
、
学
外

人
材
の
算
入
が
可
能
に
な
り
、
さ
ま
ざ

ま
な
活
用
例
が
想
定
さ
れ
て
い
る
【
図

表
３
】。
今
回
取
材
し
た
大
学
関
係
者

が
挙
げ
る
メ
リ
ッ
ト
や
課
題
を
【
図
表

4
】
に
示
し
た
。
主
な
メ
リ
ッ
ト
は
、

①「
教
教
分
離
」
に
よ
り
、
文
理
融
合

教
育
な
ど
、
学
生
に
と
っ
て
よ
り
魅
力

的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
構
築
に
必
要
な
教
員

を
組
織
を
ま
た
い
で
集
め
や
す
く
な

る
、②
教
員
人
材
の
シ
ェ
ア
が
で
き
る

た
め
、
人
材
が
手
薄
な
分
野
の
教
員
確

保
が
し
や
す
く
な
る
、③
人
材
の
シ
ェ

ア
に
よ
り
、
社
会
や
地
域
と
連
携
し
た

教
育
を
し
た
い
場
合
、
企
業
等
か
ら
実

務
家
教
員
を
招
聘
し
や
す
く
な
る
、④

主
要
科
目
を
担
う
教
員
が
他
大
学
に
転

職
し
て
も
、
転
職
先
が
認
め
れ
ば
、
引

き
続
き
自
学
で
教
育
を
担
っ
て
も
ら
え

る
、⑤
他
大
学
や
企
業
等
と
兼
務
教
員

の
場
合
、給
与
等
が
案
分
で
き
る
。「
専

任
教
員
を
そ
の
ま
ま
基
幹
教
員
へ
読
み

替
え
し
て
も
よ
い
が
、
学
修
者
本
位
の

教
育
を
め
ざ
す
な
ら
う
ま
く
活
用
し
た

い
。
そ
の
際
、
教
員
が
い
る
学
部
に
学

生
を
集
め
る
の
で
は
な
く
、
学
生
に

と
っ
て
魅
力
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
必
要

な
教
員
を
集
め
る
と
い
う
発
想
の
転
換

が
必
要
」（
桐
蔭
横
浜
大
学
）。
な
お
、

複
数
大
学
で
の
勤
務
は
教
員
自
身
の
教

育
研
究
の
幅
を
広
げ
る
メ
リ
ッ
ト
も
あ

【図表13】クロスアポイントメント制度と兼業、共同研究の整理【図表14】クロスアポイントメントに
必要な手続きと手続きの流れ

【図表15】成長分野けん引事業選定校のうち、クロスアポイントメント制度利用による実務家教員確保意向のある大学例  

■必要な手続き

■手続きの流れ

る
（
P.
23
）。

　一
方
で
、「
教
務
と
人
事
管
理
シ
ス

テ
ム
の
連
携
な
ど
管
理
コ
ス
ト
や
、
基

幹
教
員
に
つ
い
て
の
情
報
公
開
【
P.

19
図
表
5
】
に
ま
つ
わ
る
コ
ス
ト
は
増

え
る
。
人
件
費
は
、
下
が
る
こ
と
も
あ

る
し
、
場
合
に
よ
っ
て
会
議
手
当
な
ど

が
増
え
、
上
が
る
こ
と
も
あ
る
。
新
制

度
へ
の
移
行
は
、
当
事
者
で
あ
る
教
員

の
理
解
納
得
が
あ
っ
て
こ
そ
。
制
度
改

正
さ
れ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
の
方
が
学
内
で

説
明
を
始
め
や
す
い
」（
宮
林
氏
）。

　
　基
幹
教
員
は
２
つ
の
要
件
を
満
た

す
必
要
が
あ
る
。

　専
任
教
員
は
「
一
の
大
学
に
限
り
、

専
任
教
員
と
な
る
」「
専
ら
当
該
大
学

に
お
け
る
教
育
研
究
に
従
事
す
る
」
と

し
か
定
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
基

幹
教
員
は
、「
学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
責

任
を
担
う
」と
さ
れ
、「
会
議
」と「
科
目
」

が
具
体
的
な
要
件
と
し
て
明
記
さ
れ
て

い
る
【
図
表
６
】。
会
議
に
つ
い
て
は
、

「
教
育
課
程
の
編
成
そ
の
他
の
学
部
の

運
営
に
つ
い
て
責
任
を
担
う
」た
め
に
、

「
当
該
学
部
の
教
育
課
程
の
編
成
等
に

つ
い
て
審
議
を
行
う
会
議
」
に
、
構
成

員
と
し
て
参
画
し
て
い
る
こ
と
（
①
）。

会
議
の
具
体
的
要
件
は
文
科
省
か
ら
例

示
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
教
養
教
育
の

＊【図表13、14】：文部科学省「クロスアポイントメント制度の基本的枠組みと留意点追補版」（2020年）を基にBetween編集部で一部加工

＊文部科学省「産学連携によるデジタル人材育成について（実務家教員の確保・活用等）」（2023年）を基にBetween編集部でまとめ

概要

手続き

研究者が両組織の立場で
問題なく研究に従事できる
環境を構築。組織間でのク
ロスアポイントメント協定によ
り従事比率や社会保険の支
払い者を取り決め、研究者
はそれぞれの機関と個別に
労働契約を結ぶ

主に共同研究を行
う両組織間におけ
る成果の共有の
在り方についての
取り決め(共同研
究契約)を行う

収入を得るために本務以
外の仕事を行うこと。働き
方改革の一環としてH29
「副業・兼業の促進に関
するガイドライン」を策定

兼業先の収入が追加収
入になる

組織間の定めがなく、個人と
組織間で定める場合がある

大学等のリソースは兼業
業務で使用することはでき
ない

原則として本業の業務時間
外のみ（本業に支障がない
ように実施することが必要）

共同研究契約の
締結のみ

取り決め無し（本
業の業務時間内）

大学業務として実
施共同研究先のリ
ソースの利用には
制限がある

組織間の契約で
取り決め可能

共同研究の成果
が所属機関でどの
ように評価されるか
による

両組織のクロスアポイント
メント協定の締結および各
組織と個人間の雇用契約
が必要

一般的には、各機関の規程
等に沿って、従事時間、業
務内容、利益相反の有無
などの申出が求められる。副
業・兼業における労働時間
や収入等を報告

業務
時間

業務
環境

知財の
扱い

収入

Kaggle Master のデータサ
イエンティストによる機械学
習やプログラミングに関する
授業科目、合宿形式のブート
キャンプ（データ分析のスキル
向上）を担当。

組織間協定で給与のイン
センティブ設計が可能

組織間協定で取り決め可
能

協定の内容次第で双方の
組織の研究設備の利用や
機微情報等にアクセス可

従事比率を協定内で設定
可能

兼業

実務
家教員の
役割 

確保・
活用の
方策

クロスアポイントメントに
関する学内規程を創設
し、組織間の協定書案
を作成する。

組織間協定に基づい
て、労働契約を結ぶ。

組織間協定に基づい
て、労働契約を結ぶ。

組織間でクロスアポイントメントの目的や企業で
のテーマ・従事内容に応じた期間、従事比率、
身分（肩書き等）を調整して、クロスアポイントメ
ントの協定内容を決める。

大学等の調整

規程の創設

協定の協議

制度運用

企業の調整

共同研究（契約）

鳥羽商船高等専門学校

AIの基礎理論・応用学習、
CPS、IoT、セキュリティ・デジ
タル認証などのほか、マーケ
ティング機能との連携や商品
化・事業化に関連する授業
科目を担当。

データサイエンティストとして
の実践力を養うためDS実践
やDSアナリシス実践に関す
る授業科目のほか、インターン
シップにおいて実務家による
直接的な学生指導を担当。

AIを活用したイノベーション
領域の科目群や、デジタル
デザイン・ソーシャルデザイ
ンなどの応用領域における
専門知識や提案力等に関
する指導を担当。

KDDI等の民間企業の技
術職による定期的な講義
のほか、海事・海運分野に
おけるデジタルスマートシッ
プなど最新の技術動向やス
キルの習得を担当。

大手IT企業からデータサイエ
ンティストを教授等に招へい
するほか、富士通、IBM、
Google 等の連携企業から
クロスアポイントメント制度を
活用して採用。

クロスアポイントメント制度
を活用して実務家教員を採
用する予定であり、富山県
内のインテック先端技術研
究所を中心に、連携企業
等から受入。

地元の経済団体などを介し
た公募広報を計画してお
り、クロスアポイントメント制
度を活用するほか、実務家
教員養成プログラム事業と
の連携により確保。

クロスアポイントメント制度
を活用した学外人材の参
画、共同研究企業との併任
による特任教員の確保、イ
ンダストリアルアドバイザー
として企業人を任命。

AI分野やサイバーセキュリティ
系の実務経験者の公募（高専
卒業生含む）や、地元情報系
企業とのクロスアポイントメント
制度の活用、インターンシップ
での企業内教員の配置。

電気通信大学 富山大学 名古屋市立大学 滋賀大学

大学等の調整 企業の調整

事前調整 事前調整

規程等の創設等 規程等の創設等規程等の整備

組織間の調整

組織内の調整

諸条件・協定
内容等について
合意・決定
実施に向けて
の準備

組織間で具体的なクロスアポイントメントの計画の構想
従事内容・研究テーマの設定、研究者等の人選
協定内容等の調整
労働条件の調整

送り出しの準備 及び 受け入れの準備
実施に関する報道発表（必要に応じて）

詳細な労働条件の調整

諸条件・協定内容等について合意・決定

吉田 樹

ーー2大学で教えることになったきっかけは？
 私は2012年から福島大学に所属しています。交通
政策・交通計画が専門で、2019年頃から前橋市の交
通政策にも関わってきました。その縁があって、前橋市
から「市の都市政策と教育にも携わってほしい」と声が
かかり、前橋工科大学でも教員として働くようになりま
した。交通政策は文理両方の側面からアプローチでき
る分野です。福島大学では経済経営学類の学生に教
えていますが、前橋工科大学は工学系のみの単科大
学。昨今、文系の学生にもまちづくりのコンサルタント
志望者が出始めており、それには経済の視点だけでは
なく、工学系の視点も求められるため、特性が異なる学
生同士の交流の機会をつくりたいという考えもあり、オ
ファーを受けました。
ーーそれぞれの大学での業務とエフォートは？
　本務校である福島大学が６、前橋工科大学が４とい
う業務割合です。福島大学は水・木・金曜勤務で、授
業のコマ数、学内の業務分担は前年度と変わらず、学
類のアドミッションオフィサーも務めています。ただ、即
時対応しなければならない細かな業務や、月・火曜に
発生する業務からは担当を外してもらっています。前橋
工科大学での主な任務は、群馬県と前橋市の交通政
策の高度化です。月・火は前橋に赴き、県や市の関係
者、民間のベンダーが参加する会議に参加するほか、
都市計画や交通を専門とする研究室に参加し、学生、
大学院生の指導補助を行っています。

ーー給与や社会保険料などの扱いは？
　給与や手当、社会保険料は福島大学からまとめて
支払われます。このうち４割分を前橋工科大学が福島
大学に負担金を支払う形です。教員評価は福島大学
のルールに基づいて評価されます。なお、福島大学に
はクロスアポイントメント手当制度があり、条件が整え
ば手当として加算される場合もあります。
ーー複数の大学で働く自身のメリットは？
　教育・研究の可能性が広がりました。教育面では、合
同ゼミ発表会を実施したところ、双方の学生にとって刺
激になったようです。研究面については、福島大学では
院に進む者が少ないため、研究論文は単著が多くなり
ますが、院生が多い前橋工科大学に関わることで、彼ら
と協力しながら研究を進められ、幅が広がりました。交通
政策は課題が多く、理系・文系双方の視点で産学官連
携にて取り組むべき分野です。しかし、研究者は少ない
ため、今後、クロスアポイントメント制度による兼任が求
められる分野かもしれません。課題は、福島大学の学生
へのケアです。直接会う機会が減るので、不在中はオ
ンラインツールを活用して、対応しています。
ーー大学や他教員へのアドバイスを
　私の場合、前橋工科大学に同じ学会の教員がい
て、職員の手助けもあり、比較的溶け込みやすかったも
のの、受け入れ側の大学には他機関から来た教員が
孤立しない体制が求められると思います。また、他大学
で教育・研究をする時間が増えれば、本務校の他の教
員の負担が増える可能性があり、本務校の大学側の
理解も必要になります。教員自身も同僚に快く協力して
もらえるよう、心遣いや感謝を示すことが大切です。
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クロスアポイントメントによる２大学での業務概要 

業務 福島大学 経済経営学類 前橋工科大学
エフォート 6（週3勤務）＊本務校（業務量は変更なし） 4（週2勤務）

教育・研究
基盤教育科目２コマ、専門科目３コマ、
卒論指導、院生指導

前橋市の地域交通の再構築と
高度化の推進の研究業務。

運営業務 所属学類のアドミッションオフィサー なし

給与・社会保
険料・手当等

評価 あり なし

4割分は前橋工科大が福島大に納め、福島大より一括支給。
福島大にはクロスアポイントメント手当あり。交通費は各大学より支給。

クロスアポイントメント教員に聞く！
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